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⽇本の⼈⼝の推移

○ ⽇本の⼈⼝は近年減少局⾯を迎えている。2070年には総⼈⼝が9,000万⼈を割り込み、⾼齢化率は39％の⽔準になると推計
されている。

令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）
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4,535万人

797万人

（出所） 2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２
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2040年の⼈⼝構成

○ 2040年には、85歳以上⼈⼝を中⼼とした⾼齢化と⽣産年齢⼈⼝の減少が⾒られる。
○ 地域ごとに⾒ると、ほぼ全ての地域で⽣産年齢⼈⼝は減少し、都市部では⾼齢⼈⼝が増加、過疎地域では⾼齢⼈⼝は減少
する。

（資料出所）第７回 新たな地域医療構想等に関する検討会（令和６年８⽉） 3

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



⼈⼝減少の地域差

○ 市区町村別にみると、558市町村（全市区町村の約３割）が⼈⼝半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満となる。
○ 特に、⼈⼝が半減する市町村は中⼭間地域等に多く⾒られる。

（資料出所）国⼟審議会計画推進部会 「国⼟の⻑期展望」（令和３年６⽉） 4

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



65歳以上⼈⼝の将来推計①（65歳以上⼈⼝が最⼤となる年）

• 将来推計人口によれば、65歳以上人口は、847市町村（49％）では2020年以前に既にピークを迎えており、都市部を中心に239

市町村（14％）では2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。

• 65歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2040年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村

の65％（1,064市町村）では2025年までに迎えると見込まれる。

︓2020年以前に最⼤

︓2040年以降に最⼤

︓2035年以降に最⼤

︓2030年以降に最⼤

︓2025年以降に最⼤

︓2045年以降に最⼤

︓2050年以降に最⼤

（出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「将来推計⼈⼝」

2.3%

9.8%

37.9%

62.4%

13.6%

14.0%

4.7%

23.0%

16.7%

20.9%

45.9%

13.6%

6.4%

72.1%

18.0%

17.1%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令市・特別区(43)

中核市(61)

上記以外の市(708)

町村(916)

65歳以上⼈⼝が最⼤となる年（市町村区分別）

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

65歳以上⼈⼝が最⼤となる年

5

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



65歳以上⼈⼝の将来推計②（2040年までの65歳以上⼈⼝増減率）

6

︓＋30％以上
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︓±0％〜+15％未満
︓△15％〜±0％未満
︓△30％〜△15％未満
︓△30％未満

• 将来推計人口によれば、2040年の65歳以上人口は、2020年と比較して、政令市・特別区の約75％では15％以上の増加が見込まれるのに対し、

町村部の約半数では15％以上の減少が見込まれる。

• 政令市・特別区・中核市以外の市町村について、昼夜人口比率が低く（＝昼間の流出人口が多い）、大都市のベッドタウンと推定される市町村

では、2040年の65歳以上人口は相対的に高い傾向がある。
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（出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「将来推計⼈⼝」、総務省「国勢調査」（従業地・通学地による⼈⼝・就業状態等集計）
※「昼夜⼈⼝⽐率」は、100を上回っているときは昼間⼈⼝が夜間⼈⼝を上回ることを⽰し、100を下回っているときは昼間⼈⼝が夜間⼈⼝を下回ることを⽰す。 6

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



75歳以上⼈⼝の将来推計①（75歳以上⼈⼝が最⼤となる年）

• 将来推計人口によれば、75歳以上人口は、2020年以前に既にピークを迎えているのは168市町村（9.7％）であり、都市部を中心

に519市町村（30.0％）では2050年以降にピークを迎えることが見込まれる。

• 75歳以上人口がピークとなる年は、政令市・特別区・中核市では2050年以降に迎えると見込まれるのに対し、その他の市町村

の71％（1,160市町村）では2035年までに迎えると見込まれる。
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



75歳以上⼈⼝の将来推計②（2040年までの75歳以上⼈⼝増減率）
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• 将来推計人口によれば、2040年の75歳以上人口は、2020年と比較して、政令市・特別区の67％では15％以上の増加が見込まれるのに対し、町

村部の41％（376市町村）では減少が見込まれる。

• 政令市・特別区・中核市以外の市町村について、昼夜人口比率が低く（＝昼間の流出人口が多い）、大都市のベッドタウンと推定される市町村

では、2040年の75歳以上人口の増加率が相対的に高い傾向がある。
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（出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「将来推計⼈⼝」、総務省「国勢調査」（従業地・通学地による⼈⼝・就業状態等集計）
※「昼夜⼈⼝⽐率」は、100を上回っているときは昼間⼈⼝が夜間⼈⼝を上回ることを⽰し、100を下回っているときは昼間⼈⼝が夜間⼈⼝を下回ることを⽰す。 8

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」 検討会（第９回）
（令和７年７⽉２４⽇）参考資料２



医療DX 総論



2040年を展望し、誰もがより⻑く元気に活躍できる社会の実現

【健康寿命延伸プラン】
⇒2040年までに、健康寿命を男⼥ともに
３年以上延伸し、75歳以上に

〇 ①健康無関⼼層へのアプローチの強化、
②地域・保険者間の格差の解消により、
以下の3分野を中⼼に、取組を推進
・次世代を含めたすべての⼈の健やかな

⽣活習慣形成等
・疾病予防・重症化予防
・介護予防・フレイル対策、認知症予防

【雇⽤・年⾦制度改⾰等】
○ 70歳までの就業機会の確保
○ 就職氷河期世代の⽅々の活躍の場を

更に広げるための⽀援
（厚⽣労働省就職氷河期世代活躍⽀援プラン）

○ 中途採⽤の拡⼤、副業・兼業の促進
○ 地域共⽣・地域の⽀え合い
○⼈⽣１００年時代に向けた年⾦制度改⾰

【医療・福祉サービス改⾰プラン】
⇒2040年時点で、単位時間当たりのサービス

提供を５％（医師は７％）以上改善
〇 以下の４つのアプローチにより、取組を推進

・ロボット・AI・ICT等の実⽤化推進、
データヘルス改⾰

・タスクシフティングを担う⼈材の育成、
シニア⼈材の活⽤推進

・組織マネジメント改⾰
・経営の⼤規模化・協働化

給付と負担の⾒直し等による社会保障の持続可能性の確保
≪引き続き取り組む政策課題≫

≪現役世代の⼈⼝の急減という新たな局⾯に対応した政策課題≫
多様な就労・社会参加 健康寿命の延伸 医療・福祉サービス改⾰

● 2040年を展望すると、⾼齢者の⼈⼝の伸びは落ち着き、現役世代（担い⼿）が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない⼈⼿でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

● 今後、国⺠誰もが、より⻑く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改⾰による⽣産性の向上
④給付と負担の⾒直し等による社会保障の持続可能性の確保

● また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、⾦融、住宅、健康な⾷事、創薬にもウイングを拡げ､関連する政
策領域との連携の中で新たな展開を図っていく。

令和元年５月２９日 厚生労働省２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部とりまとめ

2040年を展望し、誰もがより⻑く元気に活躍できる社会の実現を⽬指す
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医療DXに関する施策の推進に関する進め⽅
第１回医療ＤＸ推進本部

（令和４年10⽉12⽇）資料３を⼀部改変

➣ 医療DXに関する施策について、関係⾏政機関の密接な連携の下、政府⼀体となって推進していくため、
総理を本部⻑とする医療DX推進本部及び官房副⻑官を議⻑とする推進本部幹事会を設置。

開催実績

➣ 令和５年６⽉２⽇に⼯程表を策定。以降は、各省庁で取組を推進。定期的に幹事会で実施状況等のフォロー
アップを⾏い、必要に応じて推進本部を開催。

第1回医療DX
推進本部

第1回医療DX
推進本部
幹事会

第2回医療DX
推進本部
幹事会

第3回医療DX
推進本部
幹事会

第2回医療DX
推進本部

（⼯程表案の最終確認）（項⽬ごとの主な論点の提⽰・
議論等）

（⼯程表⾻⼦案の検討）

推進体制

関係省庁
デジタル庁、厚⽣労働省、総務省、経済産業省

（医療DXの施策推進に係る司令塔）

（医療DXの具体的施策の検討）

（医療DXの具体的施策の企画・⽴案・実施）

（令和４年11⽉24⽇） （令和５年６⽉２⽇）

医療DX推進本部
・本部⻑︓総理
・本部⻑代理︓内閣官房⻑官、デジタル⼤⾂、

厚⽣労働⼤⾂
・構成員︓総務⼤⾂、経済産業⼤⾂

（令和４年10⽉12⽇）

（⼯程表策定）

【議⻑】 内閣官房副⻑官（衆）
【議⻑代理】 厚⽣労働副⼤⾂ デジタル副⼤⾂
【副議⻑】 内閣官房副⻑官補（内政担当）
【構成員】
内閣官房内閣審議官（内閣官房副⻑官補付）
内閣官房内閣審議官（新型コロナウイルス等感染症対策

推進室審議官）
デジタル庁国⺠向けサービスグループ次⻑
総務省⼤⾂官房審議官（情報流通⾏政局担当）
厚⽣労働事務次官
厚⽣労働省医務技監
厚⽣労働省医薬産業振興・医療情報審議官
厚⽣労働省⼤⾂官房審議官（健康、⽣活衛⽣、⼝腔健康

管理、アルコール健康障害対策、災害対策担当）
厚⽣労働省⼤⾂官房審議官（医療介護連携、データヘル

ス改⾰担当）
経済産業省商務・サービス政策統括調整官

（令和５年３⽉８⽇） （令和５年５⽉29⽇）

医療DX推進本部幹事会
・議⻑︓⽊原内閣官房副⻑官
・議⻑代理︓デジタル副⼤⾂、厚⽣労働副⼤⾂

・副議⻑︓藤井内閣官房副⻑官補
・構成員︓関係省庁の審議官級が中⼼
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医療DXとは

DXとは、「Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）」の略称で、デジタル技
術によって、ビジネスや社会、⽣活の形・スタイルを変える（Transformする）ことである。
（情報処理推進機構DXスクエアより）

DXとは

医療DXとは、保健・医療・介護の各段階（疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処⽅、診断書等
の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など）において発⽣
する情報やデータを、全体最適された基盤（クラウドなど）を活⽤して、保健・医療や介護関係者の
業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国⺠⾃⾝の予防を促進し、より良質
な医療やケアを受けられるように、社会や⽣活の形を変えることと定義できる。

医療DXとは

被保険者
資格確認

疾病の
発症予防

診察・治療
薬剤処⽅

診療報酬
請求

診断書等
の作成

地域医療
連携 研究開発

クラウドを活⽤した業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化

診療報酬算定
モジュール

特定健診
情報 資格情報

カルテ情報
処⽅情報
調剤情報

診療情報
提供書

退院時サマリ
⾏政への届出

電⼦カルテ
情報

医療ビッグデータ
分析
NDB

介護DB

公費負担医療
DB

電⼦カルテ情報の標準化等 診療報酬
DX

オンライン資格確認
マイナポータル活⽤ 等
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医療DXのメリット（イメージ）【乳幼児期〜⻘年期】

・マイナンバーカードの利⽤促進
・オンライン資格確認等システムの普及
・⾃治体と医療機関の情報連携の開始 ・マイナポータルを介した⾃治体⼿続

の際の診断書等の電⼦的提出

共通算定モジュール・
標準型電⼦カルテの普及

2030

診断書等の⾃治体への提出
がオンラインで可能に

救急時に、検査状況や
薬剤情報等が把握され、
迅速に的確な治療を
受けられる

マイナンバーカードか
スマートフォン⼀つで、
受診や薬の受け取りができる

⾃分の健診結果やライフログ
データを活⽤し、⾃ら
⽣活習慣病を予防する⾏動等
につなげることができる

医療情報を⼆次利⽤すること
で、新たな医薬品等の
研究開発が促進
よりよい治療や的確な診断が
可能に

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

乳幼児期・
学童･思春期

⻘年期

⼦どもの健診結果や予防接種歴等を
スマホ⼀つで確認でき、医療機関の
受診の際、内容を確実に伝えることが
できる

予診票や接種券がデジタル化
され、速やかに接種勧奨が届くので
スムーズな接種ができる
接種忘れも防⽌

かかりつけ医以外の医療機関
にかかっても、必要な電⼦
カルテ情報が共有され、
スムーズに診療が受けられる

電⼦カルテが普及し、
どの医療機関等でも
情報共有が可能に

・電⼦カルテ情報共有サービスの整備
⾃治体システムの標準化

2023年度

・救急現場での情報共有

・電⼦処⽅箋を概ね全国の医療機関・
薬局へ普及

2024年度 2025年度

同じ成分の重複した薬や
飲み合わせの良くない薬を
受け取ることがなくなる

医療ＤＸ推進本部（第２回）
（令和５年６⽉２⽇）資料４
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医療DXのメリット（イメージ） 【成⼈期〜⾼齢期】

2030

診断書等の⾃治体への提出
がオンラインで可能に

救急時に、レセプト情報から
受診や服薬の状況が把握され、
迅速に的確な治療を受けられる

過去の検査状況が閲覧可能となり、
負担の⼤きい検査を何度も受ける
必要がなくなる

⽣活習慣病等に関連する
検査結果をいつでも⾃分で
確認できる

医療・介護関係者で状況が
共有され、より良いケアを
受けられる

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

成⼈期

⾼齢期

⼼肺蘇⽣に関する⾃分の意思が
関係者に共有され、⾃らや家族が
望む終末期医療を受けることが
できる

電⼦カルテが普及し、
どの医療機関等でも
情報共有が可能に

医療情報を⼆次利⽤すること
で、新たな医薬品等の
研究開発が促進
よりよい治療や的確な診断が
可能に

同じ成分の重複した薬や
飲み合わせの良くない薬を
受け取ることがなくなる

予診票や接種券がデジタル化
され、速やかに接種勧奨が届くので
スムーズな接種ができる
接種忘れも防⽌

共通算定モジュール・
標準型電⼦カルテの普及

⾃治体システムの標準化

処⽅箋を電⼦的に受け取れる
ため、オンライン診療や
オンライン服薬指導を
より受けやすくなる

・マイナンバーカードの利⽤促進
・オンライン資格確認等システムの普及
・⾃治体と医療機関の情報連携の開始

・マイナポータルを介した⾃治体⼿続
の際の診断書等の電⼦的提出

・電⼦カルテ情報共有サービスの整備
・救急現場での情報共有

・電⼦処⽅箋を概ね全国の医療機関・
薬局へ普及

⾃分の健診結果やライフログ
データを活⽤し、⾃ら
⽣活習慣病を予防する⾏動等
につなげることができる

2023年度 2024年度 2025年度

医療ＤＸ推進本部（第２回）
（令和５年６⽉２⽇）資料４
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医療DXのメリット（イメージ）【医療・介護従事者、保険者・ベンダー等関係者】

2030

医療情報システムの
クラウド化により、
システム改修の負担が軽減
され、セキュリティも確保

医療機関等やベンダーに
おけるシステム運⽤の⼈
的・財政的コストが削減
できる

医療機関等・⾃治体関係者の事務負担が順次軽減され、
魅⼒ある職場を実現する

ライフケア産業等の産業振興が加速

医療情報を⼆次利⽤すること
で、新たな医薬品等の
研究開発の環境が整備される

救急時に、レセプト情報から
受診や服薬の状況が把握でき、
迅速に的確な治療の提供や医療
費の削減が期待できる

医療機関と薬局での情報共有が
進み、薬局の事務負担が軽減
されるとともに、質の⾼い
服薬指導を提供できる

医療・介護関係者で状況が
共有され、より良い治療や
ケアを提供できる

共通算定モジュール・
標準型電⼦カルテの普及

⾃治体システムの標準化・マイナンバーカードの利⽤促進
・オンライン資格確認等システムの普及
・⾃治体と医療機関の情報連携の開始 ・マイナポータルを介した⾃治体⼿続

の際の診断書等の電⼦的提出

・電⼦カルテ情報共有サービスの整備
・救急現場での情報共有

・電⼦処⽅箋を概ね全国の医療機関・
薬局へ普及

次の感染症危機への対応⼒強化につながる

家庭内測定の⾎圧をはじめ
ライフログデータを、診療
で活⽤することが可能に

2023年度 2025年度2024年度

患者の過去の検査結果や薬剤の閲覧、
重複投薬等のチェックが可能となる
ことにより、負担の⼤きい重複検査や
重複投薬等が削減され、効率的な医療
の提供や医療費の削減が期待できる

医療ＤＸ推進本部（第２回）
（令和５年６⽉２⽇）資料４
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医療DXの推進に関する⼯程表（概要）

○ 2024年秋に健康保険証を廃⽌する

○ 2023年度中に⽣活保護（医療扶助）でのオンライン資格確認の導⼊

マイナンバーカードの健康保険証の⼀体化の加速等

○ オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築
○ 2024年度中の電⼦処⽅箋の普及に努めるとともに、電⼦カルテ情報共有サービス（仮称）を構築し、共有する情報を拡⼤
○ 併せて、介護保険、予防接種、⺟⼦保健、公費負担医療や地⽅単独の医療費助成などに係るマイナンバーカードを利⽤した

情報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応
○ 2024年度中に、⾃治体の実施事業に係る⼿続きの際に必要な診断書等について、電⼦による提出を実現
○ ⺠間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケースの創出⽀援
○ 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の⼆次利⽤について、そのデータ提供の⽅針、
信頼性確保のあり⽅、連結の⽅法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、
2023年度中に検討体制を構築

全国医療情報プラットフォームの構築

○ 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国⺠のさらなる健康増進、
②切れ⽬なく質の⾼い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム⼈材等の有効活⽤、⑤医療情報の
⼆次利⽤の環境整備の5点の実現を⽬指していく

○ サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活⽤していくことにより、
より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国⺠⼀⼈⼀⼈が安⼼して、健康で豊かな⽣活を送れるようになる

基本的な考え⽅

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６⽉２⽇）
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医療DXの推進に関する⼯程表（概要）

○ 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇⽣処置等の関連情報や⻭科・看
護等の領域における関連情報について、共有を⽬指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時に有⽤な情報等の拡充を進める
とともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧できる仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要
な標準規格への対応等を検討

○ 標準型電⼦カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を⾏い、2024年度中に開発に着⼿。電⼦カルテ
未導⼊の医療機関を含め、電⼦カルテ情報の共有のために必要な⽀援策の検討

○ 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊を⽬指す

○ 2024年度に医療機関等の各システム間の共通⾔語となるマスタ及びそれを活⽤した電⼦点数表を改善・提供して共通コストを削
減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した

標準型レセコンや標準型電⼦カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改⾰し、医療機関等の
間接コストを極⼩化

○ 診療報酬改定の施⾏時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施⾏時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて
検討

電⼦カルテ情報の標準化等

診療報酬改定DX

○ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を、審査⽀払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運⽤主体の⺟体とし、抜本的に改組
○ 具体的な組織のあり⽅、⼈員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的⽀援を含む運⽤資⾦のあり⽅等
 について速やかに検討し、必要な措置を講ずる

医療DXの実施主体

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６⽉２⽇）
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2026年度〜
（令和8年度〜）

2025年度
（令和7年度）

2024年度
（令和6年度）

2023年度
（令和5年度）

マイナンバーカードと健康
保険証の⼀体化の加速等

電⼦カルテ情報の標準化等

⾃治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・⾃治体が実施する介護、予
防接種、⺟⼦保健等の事業の
⼿続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX
〔医療機関等システムのモダ
ンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電⼦点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃⽌

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の⼀体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡⼤

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、⾃治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の⼊⼒

電⼦処⽅箋を実施する医療機関・薬局を拡⼤

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔⽣活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡⼤

概ね全ての
医療機関・薬局で導⼊

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡⼤

業務運⽤の⾒直し
医療機関・⾃治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電⼦点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡⼤

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム
化

共通算定モジュールのα版提供開始
先⾏医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の⾃治体への電⼦提出の実現
順次、対象⽂書を拡⼤

運⽤開始

運⽤開始

⽣活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運⽤開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

医療機関・ベンダの負担軽減

医療機関・ベンダの更なる負担軽減

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運⽤開始

運⽤開始し、普及

国⺠に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施⾃治体を拡⼤

下記について全国的に運⽤
・公費負担医療、地⽅単独医療費助成
・予防接種
・⺟⼦保健情報
・介護
・⾃治体検診
・感染症届出

⾃治体システムの標準化、共有すべき⽂書の標準化・クラウド化

先⾏実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電⼦カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電⼦処⽅箋

電⼦カルテ情報

医療情報化⽀援基⾦の活⽤による電⼦カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡⼤

標準型電⼦カルテα版提供開始 本格実施

⺠間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年⼤阪・関⻄万博も⾒据えたユースケース創出⽀援 順次、ユースケースを拡⼤

医療DXの推進に関する⼯程表〔全体像〕
令和５年６⽉２⽇ 医療ＤＸ推進本部決定

18



全国医療情報プラットフォームの概要
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医療情報基盤 介護情報基盤
電⼦処⽅箋管理サービス

電⼦カルテ情報共有サービス

医療機関・薬局

医療保険者

救急隊

電⼦カルテ
レセコン等

保険者業務
システム等

介護事業所

介護業務
ソフト等

⾃治体・保健所

健康管理
システム等

特定健診等データ収集/管理システム

オンライン資格確認等システム

オンライン資格確認システム

資格情報

特定健診等情報

薬剤情報
(レセプト)

医療費情報
(レセプト)

*カルテ情報

異なる領域の基盤間連携

専⽤
アプリ

⾏政職員・研究者

解析ソフト等

医療情報基盤

国⺠

⾏政・⾃治体情報基盤

マイナ
ポータル

異なる領域の基盤間連携

※システム詳細検討中

H

科学的介護情報システム(LIFE)

介護情報基盤

要介護認定情報

LIFE情報

ケアプラン

介護情報
（レセプト）

※連携⽅法検討中

オンライン資格確認システム

医療情報閲覧機能

救急時医療情報閲覧機能

診療情報
(レセプト)

同意情報

*傷病名、アレルギー、薬剤禁忌
感染症、検査情報、処⽅情報

※システム詳細検討中

医療保険者等向け中間サーバー

マイナ
ポータル

介護保険者

介護保険
システム等

資格情報

※共有する介護情報については検討中

PMH(Public Medical Hub)

公費助成情報

⺟⼦保健

予防接種

処⽅・調剤情報

紹介状・退院時サマリ等

ケアプランデータ連携システム

ADL等

⺠間のヘルスケアサービス等❹⼆次利⽤基盤

履歴照会・回答システム

医療・介護データ等の解析基盤(HIC)
DPC

がん登録

予防接種感染症

指定難病 ⼩児慢性
特定疾病

介護DBNDB

障害福祉※匿名化識別IDを付与するシステム etc...

DPC

がん登録

介護DBNDB

⼩児慢性
特定疾病がん登録

ライフログ等

⾃治体等向け中間サーバー

⾃治体検診



医療DXに関する政府の動き

令和4年6⽉7⽇ 経済財政運営と改⾰の基本⽅針2022
「全国医療情報プラットフォーム143の創設」、「電⼦カルテ情報の標準化等144」及び「診療報酬改定ＤＸ」145の取組を⾏政
と関係業界146が⼀丸となって進めるとともに、医療情報の利活⽤について法制上の措置等を講ずる。そのため、政府に総理を
本部⻑とし関係閣僚により構成される「医療ＤＸ推進本部（仮称）」を設置する。

令和4年9⽉ 「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チーム 第1回開催

令和4年10⽉ 医療DX推進本部 第1回開催

（この間「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チームを2回開催）」）

令和5年6⽉2⽇ 医療DX推進本部 第2回開催 【医療DXの推進に関する⼯程表】策定

（この間「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チームを3回開催）

令和7年 通常国会 関連法案の提出
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医療法等の⼀部を改正する法律案の概要

⾼齢化に伴う医療ニーズの変化や⼈⼝減少を⾒据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の⾒直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

１．地域医療構想の⾒直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療構想について、2040年頃を⾒据えた医療提供体制を確保するため、以下の⾒直しを⾏う。

・病床のみならず、⼊院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（⾼齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。

② 「オンライン診療」を医療法に定義し、⼿続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を⾏う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。

保険者からの拠出による当該区域の医師の⼿当の⽀給に関する事業を設ける。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として⼀定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬⽀払基⾦法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電⼦カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発⽣届の電⼦カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
② 医療情報の⼆次利⽤の推進のため、厚⽣労働⼤⾂が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利⽤・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を医療DXの運営に係る⺟体として名称、法⼈の⽬的、組織体制等の⾒直しを⾏う。

また、厚⽣労働⼤⾂は、医療DXを推進するための「医療情報化推進⽅針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

令和９年４⽉１⽇（ただし、⼀部の規定は令和８年４⽉１⽇（１②並びに２①の⼀部、②及び③）、令和８年10⽉１⽇（１①の⼀部）、公
布後１年以内に政令で定める⽇（３①の⼀部）、公布後１年６⽉以内に政令で定める⽇（３③の⼀部）、公布後２年以内に政令で定める⽇
（１③及び３③の⼀部）、公布後３年以内に政令で定める⽇（２①の⼀部並びに３①の⼀部及び３②）等）

施⾏期⽇

改正の趣旨

改正の概要

等
このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を⾏う。

21

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬⽀払基⾦法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等

① 必要な電⼦カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発⽣届
の電⼦カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。

② 医療情報の⼆次利⽤の推進のため、厚⽣労働⼤⾂が保有する医
療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利⽤・提供を可能とす
る。

③ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を医療DXの運営に係る⺟体として名
称、法⼈の⽬的、組織体制等の⾒直しを⾏う。

また、厚⽣労働⼤⾂は、医療DXを推進するための「医療情報化
推進⽅針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備す
る。



2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改⾰

● オンライン診療の法定化・基準の明⽰
● オンライン診療受診施設の設置者による届出 等

オンライン診療の推進

● 電⼦カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機
に備えた電⼦カルテ情報の利⽤等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利⽤促進などの医療等情報の⼆次利⽤の推進
● 社会保険診療報酬⽀払基⾦を、医療DXに係るシステム開発・

運⽤主体として抜本的に改組 等 ● 美容医療を⾏う医療機関等の報告・公表の仕組みの導⼊
（報告事項）
 安全管理措置の実施状況/専⾨医資格の有無/相談窓⼝の

設置状況等
・ 関係学会によるガイドライン策定 等

その他、下記の措置を⾏う
・⼀般社団法⼈⽴医療機関に対する⾮営利性の徹底
● 持ち分なし医療法⼈への移⾏計画の認定期限の延⻑（※） 等

2040年頃を⾒据えた新たな地域医療構想

● ⼊院医療だけではなく、外来・在宅医療、介護との連携、⼈
材確保等を含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図る新
たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（⾼度急性期、急性期、回復期、慢性期）に
ついて「回復期機能」を「包括期機能」として位置付け

● 医療機関機能（⾼齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連
携機能、急性期拠点機能、専⾨等機能、医育及び広域診療機
能）の報告制度の創設

・ ⼆次医療圏を基本とした地域での協議のほか、都道府県単位
での協議、在宅医療等のより狭い区域での協議を実施

・ 新たな構想の取組を推進するための総合確保基⾦の⾒直し
● 都道府県知事の権限（医療機関機能報告の創設に伴う必要な

機能の確保、基準病床数と必要病床数の整合性の確保等）
● 厚労⼤⾂の責務明確化（データ分析･共有、研修等の⽀援策）
● 新たな地域医療構想に精神医療を位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「重点医師偏在対策⽀援区域」の設定
・ 「医師偏在是正プラン」の策定
＜地域の医療機関の⽀え合いの仕組み＞
・医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡⼤等
● 外来医師過多区域における、新規開業希望者への地域で不⾜

する医療や医師不⾜地域での医療の提供の要請・勧告・公表と、
保険医療機関の指定(６年から３年等への短縮)を連携して運⽤

● 保険医療機関の管理者要件
＜経済的インセンティブ等＞
● 重点医師偏在対策⽀援区域における⽀援を実施
 診療所の承継・開業・地域定着⽀援
 派遣医師･従事医師への⼿当増額

→保険者から広く負担を求め、給付費の中で⼀体的に捉える
 医師の勤務･⽣活環境改善、派遣元医療機関への⽀援
※ 医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応をさら

に検討
・ 全国的なマッチング機能の⽀援
・ 医師養成過程を通じた取組

※「●」は法律事項

（※）現⾏の期限（令和８年12⽉31⽇）から更に３年延⻑。
本制度に係る税制優遇措置の延⻑については、令和８年度税制改正要望を⾏う。 22

美容医療への対応

医療DXの推進

● 電⼦カルテ情報共有サービスの構築・普及、次の感染症危機に
備えた電⼦カルテ情報の利⽤等

● マイナ保険証１枚で医療費助成を受けられる仕組みの整備等
● 公的DBの利⽤促進などの医療等情報の⼆次利⽤の推進
● 社会保険診療報酬⽀払基⾦を、医療DXに係るシステム開発・運
⽤主体として抜本的に改組 等

医療DXの推進



マイナ保険証について



マイナンバーカードの裏面 ①マイナンバー
・社会保障、税又は災害対策分野などにおける法定事務又は地
方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用可能

・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や雇用主など
法令に規定された主体に限定されており、そうでない主体
がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、
保管することは不可

ＩＣチップ内のＡＰ構成

空き領域

その他（券面情報等）

②電子証明書 （署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書）

・行政機関等（e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等）のほか、内閣
総理大臣及び総務大臣が認める民間事業者も活用可能

電子証明書
（署名用、利用者証明用）

③空き領域
・市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等
は内閣総理大臣及び総務大臣の定めるところにより利用可能

例：印鑑登録証、国家公務員身分証

・新たに民間事業者も内閣総理大臣及び総務大臣の定めるとこ
ろにより利用可能に

利用者証明用電子証明書
のイメージ

法
令
で
利
用
で
き
る

主

体

が

限

定

民

間

も

含

め

て

幅

広

く

利

用

が

可

能

署名用電子証明書
のイメージ

氏名 霞 太郎

生年月日 〇年〇月〇日

性別 男

住所 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2

発行者 機構

有効期間 〇年〇月〇日
発行年月日 〇年〇月〇日
発行番号 Ｓ１１１１

署名用公開鍵

発行者 機構

有効期間 〇年〇月〇日

発行年月日 〇年〇月〇日

発行番号 Ｒ２２２２

利用者証明用
公開鍵

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードのＩＣチップ
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オンライン資格確認＝医療ＤＸの「基盤」

① 全国の医療機関・薬局が安全かつ常時接続
＋レセプトという統⼀様式での情報提供、新たな⼊⼒不要

⇒ 医療ＤＸの基盤

② 医療情報を個⼈ごとに把握、本⼈の情報を確実に提供することが可能
・ 個⼈単位化された被保険者番号

・ マイナンバーカード（≠マイナンバー）による本⼈確認

③ 患者／利⽤者の同意を確実にかつ電⼦的に得ることが可能

25



① 医療機関・薬局の窓⼝で、患者の⽅の直近の資格情報等（加⼊している医療保険や⾃⼰負担限度額等）が
確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発⽣する過誤請求や⼿⼊⼒による⼿間等による事務コストが
削減。

② マイナンバーカードを⽤いた本⼈確認を⾏うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を
閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。（マイナポータルでの閲覧も可能）

⽀払基⾦
・国保中央会

オンライン資格確認等
システム

情報登録

オンライン資格確認（マイナンバーカードの保険証利⽤）の概要

患者の資格情報等
を照会

※ 政府が提供している、オンラインで
⾃分の情報が⾒られる等の機能を
有する⾃分専⽤のサイト

マイナポータル

医療保険者等 ※マイナンバーは⽤いず、マイナンバーカード
のICチップ内の電⼦証明書を⽤いる

※ＩＣチップに資格情報や健康情報を保存
するわけではない

※健康保険証（処⽅箋）でも資格確認
が可能

※特定健診等の閲覧は、マイナンバー
カードが必要

顔認証付き
カードリーダー

資格情報
特定健診等情報

薬剤情報

診療情報 等
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医療DXの基盤となるマイナ保険証

電⼦処⽅箋
処⽅・調剤情報をリアルタイムで共有

→ 併⽤禁忌・重複投薬を回避

電⼦処⽅箋管理サービス

確実な本⼈確認により
なりすましを防⽌

電⼦カルテ
・ 医療機関間での⽂書のオンライン送信、診療

に必要なカルテ情報の共有
・ マイナポータルでの⾃⼰情報閲覧（PHR）

電⼦カルテ情報共有サービス

救急医療における
患者の健康・医療データ

の活⽤

⾼額療養費の⾃⼰負担
限度額を超える分の

⽀払を免除

患者本⼈の健康・医療
データに基づくより良

い医療の実現

マイナ保険証
→将来的には、スマート
フォン１台で受診可能に

レセプト返戻の減少

診察券・公費負担医療の
受給者証とマイナンバー
カードの⼀体化

乳幼児医療
受給者証

オンライン資格確認等システム
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【６⽉分実績の内訳】

オンライン資格確認の利⽤状況
※利⽤率=マイナ保険証利⽤件数/オンライン資格確認利⽤件数

保険証マイナンバーカード合計
9,090,2099,181,88618,272,095病院

71,001,31328,400,11599,401,428医科診療所
11,706,0468,823,84820,529,894⻭科診療所
72,462,06526,167,31198,629,376薬局

164,259,63372,573,160236,832,793総計

診療情報（件）薬剤情報（件）特定健診等情報（件）
4,601,0821,075,2732,704,052病院

21,058,0758,653,1258,160,288医科診療所
2,328,1451,858,9222,340,202⻭科診療所

13,340,5786,903,2338,110,509薬局
41,327,88018,490,55321,315,051総計
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スマートフォンでの保険証利⽤について

スマートフォンでのマイナ保険証は、スマホ⽤電⼦証明書の搭載準備を⾏った上で、医療機関・薬局の顔認証付きカードリー
ダーで操作をした上で、汎⽤カードリーダーにかざして利⽤。
AndroidとiPhoneを同時に、令和７年７⽉以降、⼀部の医療機関・薬局において実証事業を実施し、その結果も踏まえ、９⽉頃
を⽬処に、医療機関等への読み取り⽤の端末の普及等を⾏いながら、国⺠が利⽤できる環境の整備を⽬指す。

事前準備

操作⼿順

【操作の流れ】

①顔認証付きカードリーダーでスマホ利⽤を選択

②該当する端末を選び、対応する本⼈認証を実施

③スマホを汎⽤CRにかざし電⼦証明書を読み取る

⇒マイナンバーカード利⽤時と同様に、顔認証
付きカードリーダーで同意情報を⼊⼒

（参考）汎⽤カードリーダーの設置イメージ

○○○○○○○病院

マイナンバーカードを
置いてください。

スマホの方はこちら↓

スマートフォン

※職員モード

スマートフォンの種類を選択して
ください。

Android

iPhone

キャンセル

iPhoneをマイナンバーカードが選
択されている状態にして
スマホ用カードリーダーに

かざしてください。

キャンセル

暗証番号を
入力してください。

１ ２ ３

４ ５ ６

７ ８ ９

０
キャンセル

Androidスマートフォンを
スマホ用カードリーダーに

かざしてください。

キャンセル

①

端末での
⽣体認証

③②

（iPhone）

（Android）

※初めて受診する医療機関にはマイナンバーカードもあわせてお持
ち下さい

○（iPhoneのみ）⽣体認証（FaceID・TouchID 等）の登録
※iPhone本体の⽣体認証（FaceIDまたはTouchID）が登録されていることが

スマホ⽤電⼦証明書の登録（発⾏）には必要です。

○ スマホ⽤電⼦証明書の利⽤申請
※申請にはマイナンバーカードと署名⽤電⼦証明書（原則15歳以上に発⾏）が必要です。

○ スマートフォンへの電⼦証明書の登録
※マイナ保険証の利⽤登録がお済みでない⽅は、あわせてマイナポータル上から登録可

資料１
（⼀部更新）

令和７年４⽉３⽇

第193回社会保障審議会
医療保険部会
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外来診療等におけるスマートフォンのマイナ保険証利⽤への対応
（実証事業）

• iPhoneでのマイナンバーカード機能の利⽤が６⽉24⽇より開始。これにより、既に電⼦証明書の利⽤が始まっていた
Androidも含めて、スマートフォンでもコンビニ交付等のサービスの利⽤が可能に。

• あわせて、スマートフォンでのマイナ保険証の医療機関・薬局での利⽤について、７⽉より実証事業を実施（7/1
〜7/18と、8/4〜8/15の２回に分けて実施）。実際の医療機関等の窓⼝で円滑に、問題なくオンライン資格確認が
⾏われるか確認を⾏った。

30

（参考）⼤⾂視察の模様（7/2）

スマートフォンでのマイナ保険証利⽤のリーフレット



スマートフォンのマイナ保険証利⽤の実証事業の結果

• 実証事業期間中にスマートフォンで資格確認を⾏った⼈数は321⼈（テスト利⽤と実証期間の中断期間も含む）。
AndroidよりもiPhoneの利⽤が⽬⽴った。対象施設でのマイナ保険証の利⽤率は約５割である⼀⽅、マイナ保険証
の利⽤に占めるスマホの割合は１％未満に留まったが、⼤きな⽀障なく資格確認を実施できることが確認された。

• 実証事業でスマホを利⽤した患者からは、利便性向上の意⾒もあった⼀⽅、利⽤前のスマホの設定や、スマホのか
ざし⽅がわかりにくいといった意⾒もあった。職員からは来院前にスマホ搭載を終えてから受付で利⽤して欲しい
などの意⾒があった。

31

患者・職員の主な意⾒
（患者）

• カードを出す⼿間がなくなり、受付がスムーズになった
• カードの持ち歩きによる紛失の⼼配がなくなった
• スマホの最初の設定が難しかった
• スマホをかざす場所や端末の操作⽅法がわからなかった
• 機種変更時等のセキュリティ⾯に不安がある
（職員）

• 来院前にマイナンバーカードのスマートフォンへの追加を終えて
から受付で利⽤してほしい

• マイナンバーカードのスマートフォンへの追加に必要な署名⽤電
⼦証明書のパスワードが分からず利⽤を断念される⽅がいた

• 顔認証付きCRの操作をせずにいきなりスマホをかざす⽅が多い

スマホ利⽤に当たっての必要な事前準備や留意点について
周知を図っていく

利⽤者数デバイス
252iPhone （⽣体認証）
69Android （PIN認証）

321合計

件数資格確認種別
146,102①オンライン資格確認件数
73,982②マイナ保険証の利⽤件数（カード+スマホ）

398③スマホの利⽤件数（※）

50.64%マイナ保険証利⽤率（②÷①）
0.54%マイナ保険証に対するスマホ利⽤割合（③÷②）

（※）資格確認のログ上は同⼀患者の利⽤の重複があるため利⽤者数より多い

スマホの利⽤状況（15医療機関等の合計）



• 顔認証付きカードリーダーに対応した汎⽤カードリーダーの購⼊
→8/29よりECサイト（Amazonビジネス）の専⽤ページ開設。各医療機関・薬局向けに発⾏されたクーポ
ンを利⽤し、申請⼿続なく1/2補助（補助上限7,000円）で割引後の価格で購⼊可。診療所・薬局は１台、
病院は３台まで補助対象。
※接続にUSBケーブルやUSBハブが必要な場合は、CRの台数に応じた数が補助対象（CRとセットで購⼊）
※キヤノン製の顔認証付きカードリーダーを導⼊している場合は、汎⽤カードリーダーは設置不要

• 汎⽤カードリーダーと資格確認端末（PC）との接続
※医療機関・薬局でのシステム改修や、顔認証付きカードリーダーの買い替えは不要

• 窓⼝での受付環境の整備
→患者にとってスマホをかざす位置が分かりやすくなるよう、

・顔認証付きカードリーダーの近くに汎⽤カードリーダーの設置
・スマホをかざす場所を⽰すステッカーの活⽤を推奨

→スマホ対応施設であることを患者が確認できるステッカーの掲⽰

スマートフォンでのマイナ保険証の利⽤に向けた環境整備
（医療機関・薬局側での対応）

本年９⽉19⽇（予定）から、スマートフォンでのマイナ保険証の読み取りに関するオンライン資格確認システムの機
能を開放。スマートフォンに搭載されたマイナ保険証への対応に向けて、医療機関・薬局と患者側双⽅の環境整備を
推進・⽀援していく。

医療機関・薬局側の対応

32
※何らかの事由でスマートフォンでのオンライン資格確認ができなかった場合、その場でマイナポータルにログインし、
表⽰された資格情報の画⾯を提⽰することで資格確認を⾏う。（要告⽰改正）



• ⾃⾝のスマートフォンがスマホ⽤電⼦証明書の利⽤に対応しているかの確認
※対象機種はデジタル庁のiPhone/Androidの各サービスサイトに掲載

• 健康保険証利⽤登録
（未登録の場合︓マイナポータルで後続の⼿続とあわせて実施可能）

• 来院前のスマートフォンへのマイナンバーカードの追加
→マイナポータルアプリからスマートフォンにマイナンバーカードを追加するには、

実物のマイナンバーカードと、署名⽤電⼦証明書のパスワードが必要。
※署名⽤電⼦証明書のパスワードが分からない場合には、スマートフォンの暗証番号リセットの専⽤アプリと

コンビニのキオスク端末の利⽤により、⾃治体窓⼝に⾏かずとも再設定可能
※電⼦証明書の有効期限切れの場合には、⾃治体窓⼝で再発⾏を⾏う
※スマートフォンにマイナンバーカードを追加した後でも、引き続き実物のマイナンバーカードもマイナ保険証として利⽤可

• スマホ対応医療機関・薬局の確認
→医療機関・薬局の受付にあるステッカーを事前に確認した上で、スマホを持参して受付。

（ステッカーの掲⽰がなければ、引き続きマイナンバーカードを持参）
※スマホ対応医療機関・薬局については、厚労省ＨＰにも順次掲載

スマートフォンでのマイナ保険証の利⽤に向けた環境整備
（患者側での対応）

スマートフォンでのマイナ保険証への対応に向けて、医療機関・薬局と患者側双⽅の環境整備を推進・⽀援していく。患者
に対しては、来院前に必要な事前準備をした上でスマホを持参して受診していただくよう呼びかけを⾏う。

患者側の対応

33
※電⼦証明書の有効期限が切れると、スマホでのオンライン資格確認は不可。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は１⼈１端末のみ可能だが、機種変更時にはマイナポータルアプリで古い端末か
ら削除・再追加をするか、新しい端末で追加することで対応（この場合、古い端末での削除は不要）。また、15歳以上が利⽤可。



薬剤情報・診療情報・⼿術情報・処⽅／調剤情報で閲覧できる情報

○ 薬剤情報の利⽤設定に加え、診療情報の利⽤設定を⾏っていただくことで、受診歴や診療実績についてもご活⽤い
ただけます。電⼦処⽅箋管理サービスを利⽤している場合、電⼦処⽅箋の利⽤設定を⾏うことで処⽅箋をもとにした
情報をリアルタイムで参照することができます。

○ 各種利⽤設定変更は医療機関・薬局で⾏うことが出来ますので、是⾮利⽤設定変更を⾏い、ご活⽤ください。

診療／薬剤情報に加え、⼿術情報の利⽤設定を⾏うこと
で閲覧できる情報

電⼦処⽅箋管理サービスを利⽤している場合、電⼦処⽅
箋の利⽤設定を⾏うことで閲覧できる情報

診療／薬剤情報に加え、レセプトから抽
出された⼿術実績（移植・輸⾎含む）が閲
覧できます。

複数の医療機関や薬局で直近に処⽅・
調剤された情報※が閲覧できます。
※電⼦処⽅箋管理サービスに登録された情報を表⽰

環境設定情報の状態
環境設定情報の状態

＜薬局の場合＞

＜医科、⻭科の場合＞
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診療情報閲覧の活⽤イメージ

○ 医療機関・薬局において、患者が過去に受診した医療機関名や診療実績を閲覧することで、問診・診察時のコミュニ
ケーションの円滑化、重複検査の抑⽌等による患者の負担軽減や健康状態をより踏まえた医療等が実現できます。

医療機関 薬局

外来

⼊院・転院

 他医療機関での診療実績等が把握できるため
問診・診察に係るコミュニケーションの円滑化に役⽴つ。

 他医療機関での画像診断等の実施有無が把握でき、必
要に応じて他医療機関へ速やかに問い合わせすることで、
検査結果の⽐較による治療内容の充実や重複した検査
の抑⽌等が可能になる。

 患者受⼊れ時の紹介状を補う情報として、紹介状で把
握しきれない診療実績や紹介元以外の診療実績が把
握でき、それらを踏まえた診療計画が可能になる。

医師
⻭科医師 薬剤師

活⽤によるメリット（例）

 医療機関での診療実績等が把握できるため、
問診に係るコミュニケーションの円滑化に役⽴つ。

 直接の処⽅医以外の医療機関含めて患者の診
療実績が把握できることで、より患者に寄り添っ
た服薬指導が可能になる。

 服薬指導において、より患者の健康状態に配慮
した服薬⽅法の説明等に役⽴つ。

調剤・服薬指導

活⽤によるメリット（例）
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通常時は、薬剤情報・診療情報・特定健診等情報を閲覧するには、本⼈がマイナンバーカードによる本⼈確認をした
上で同意した場合に限られる。
災害時は、特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても、ご本⼈の同意の下、薬剤情報・診療情報・特定
健診等情報の閲覧が可能な措置（災害時モードの適⽤）を実施。

薬剤情報等の閲覧により、
よりよい医療を提供できる

災
害
時

災害時、厚⽣労働省保険局
にて、災害の規模等に応じて
適⽤範囲及び期間を決定

・ 受診時に資格確認端末で照会
・ 薬剤情報等の閲覧に当たっては、

本⼈の同意を得る。 通常時と同様の画⾯が閲覧可能

オンライン資格確認の利⽤状況︓災害時における薬剤情報・診療情報・特定健診等情報の閲覧

令和６年能登半島地震における災害時モードの利⽤件数
⽯川県・富⼭県を中⼼に約32,600件（最終集計）

（災害時︓例）
・薬を家に置いてきたが、薬の名前が思い出せない
・家から持ってきた薬を飲みきってしまった
・かかりつけ医以外のところで受診することになった
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避難先の医療機関・薬局で患者の薬剤情報等を活⽤

POINT:避難先の施設でオンライン資格確認等システムに蓄積された薬剤情報等を活⽤︕

資料⾻⼦

・

・

令和６年能登半島地震において、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能（災害時医
療情報閲覧） 」（災害時モード）を利⽤して、薬剤情報等が災害医療に活⽤されました。

⽯川県の医療機関・薬局の⽅々より情報提供いただきました

活⽤事例

・ 患者が普段通っていない避難先近くの医療機関で、薬剤情報等を確認して診療。

・ 患者が普段通っている薬局が営業不可能な状態になったため、営業可能な薬局で薬
剤情報等を確認して調剤・服薬指導。

・ 避難所の医師が処⽅し、薬局で調剤の流れの中で、薬局で薬剤情報等を確認。医療
従事者間で連携し、適切な治療法を検討。

現場からの声

薬剤師 ⼩林 星太さん

 患者さんは薬剤の現物は持っていてもお薬⼿帳や薬剤情報提供書を持っていないことが多く、持参し
た薬剤以外にも使⽤している薬剤があるかもしれません。その際、抜け漏れがないか確認できるのは
有⽤です。

 例えば、⾼⾎圧等の薬剤を服⽤している場合、当該薬剤をいつから・何種類を・どのくらいの量で使
⽤しているかを確認でき、継続可否の判断に役⽴っています。

 被保険者番号等が確認できるのも有⽤です。
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患者さんは薬剤の現物は持っていてもお薬⼿帳
や薬剤情報提供書を持っていないことが多く、
持参した薬剤以外にも使⽤している薬剤がある
かもしれません。その際、抜け漏れがないか確
認できるのは有⽤です。

例えば、⾼⾎圧等の薬剤を服⽤している場合、
当該薬剤をいつから・何種類を・どのくらいの
量で使⽤しているかを確認でき、継続可否の判
断に役⽴っています。

被保険者番号等が確認できるのも有⽤です。



救急時の対応について



1

マイナ保険証の課題

○ 令和4年9⽉より、医療機関等においてオンライン資格確認等システムを通じて診療情報等のレセプト情報等を確認
できる仕組みの運⽤を開始している。

○ ⼀⽅で、当仕組みにおいては、
①患者がマイナンバーカードを持参し、
②顔認証付きカードリーダー等を⽤いて本⼈確認を⾏い、
③情報閲覧への本⼈の同意を得た上で、医師等が情報を閲覧する
ことを原則としているため、意識障害等で同意取得が困難な場合、当仕組みが活⽤できないといった課題がある。

救急隊 オンライン資格確認等システム

医療情報

病院

資格情報 健診情報

マイナ保険証で閲覧要求

医療情報等を閲覧

マイナ保険証で閲覧要求

医療情報等取得・閲覧
・・・

マイナ救急 救急時医療情報閲覧



2

マイナ救急



119通報時

１ マイナ救急の全国展開に係る検討

（３） 令和６年度までの検討

① 事業スキーム

 救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組（マイナ救急）
により、救急業務の円滑化を図る。

指令員が通報者に
対してマイナ保険証
の準備を依頼

①マイナ保険証の提示 ④救急隊の端末で
カード読み取り

照会 回答

オンライン資格確認等システム

診療/薬剤情報 特定健診情報等

⑤閲覧した情報※を応急処置や
病院選定に活用

※受診した医療機関名、既往症、薬剤情報 特定検診情報 等

医療機関

救急現場

②目視で本人確認 ③本人同意

⼝頭で同意確認
or

同意取得困難時
に限り同意不要

顔写真と照らして
⽬視で本⼈確認

マイナ保険証ない場合 本⼈確認不可の場合 本⼈不同意の場合

通常の救急活動

・受診した医療機関名、既往症、薬剤情報等を⼝頭で聴取したうえで
病院を選定

・疼痛や意識障害等により聴取できない場合もある

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 開 催
救急業務のあり方に関する検討会公表資料
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１ マイナ救急の全国展開に係る検討

（３） 令和６年度までの検討

⑤ 実証事業における活用事例・現場の声

救急隊の声
○⾼齢の夫婦のみで、情報収集が困難だったが、マイナ保険証から情報が取得できた。
○外出先の事故でお薬⼿帳を所持していなかったが、薬剤情報が分かった。
○頭痛の症状が強く会話が困難であったため、マイナ保険証から情報を取得することで、傷病者

の負担を軽減できた。
○意識障害で、情報把握が困難だったが、マイナ救急で既往歴が分かったので、適切な応急処置

ができた。
○意識清明だったため、本⼈から情報を聴取できたが、マイナ救急で得られた情報と⼀致してい

ることを確認でき、情報の正確性の裏付けができた。

・年齢別でみると、⾼齢者の件数が７，１３４件（６２．６％）と、最も多かった。
→引き続き、⾼齢者に対する広報が重要。

・発⽣場所別でみると、住宅の件数が８，４７５件（７４．４％）、外出先が２，３６１件（２０．
７％）となった。
→実証事業においては、マイナ保険証を準備しやすい住宅でのマイナ救急実施率が⾼かったが、外

出先の事故でも有⽤性が確認されていることから、マイナ保険証の携⾏を呼びかけていくことが
重要。

・意識不明等・意思疎通が困難な場合に情報閲覧した件数は８３９件（７．４％）。
→特に意識不明等・意思疎通が困難な場合にはマイナ救急の有⽤性が⾼いほか、意識清明な事案で

あっても、傷病者の負担軽減や情報の正確性の裏付けに繋がることが分かった。

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 開 催
救急業務のあり方に関する検討会公表資料
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１ マイナ救急の全国展開に係る検討

（３） 令和６年度までの検討

⑤ 実証事業における活用事例・現場の声

病院の声
○ 傷病者の氏名、年齢等の特定に要する時間が減り、診療に重きを置くことができた。
○ 正確な情報は治療に必須なので確実に役立ちます。重複処方の回避にも役立つと考えます。
○ 飲んでいる薬が事前に分かったので、緊急オペの事前準備ができた。

○ 意識のない患者の場合、救急隊や家族の情報が頼り。独居や身寄りのない高齢者患者が増えている
ので、事前に情報が分かるのはありがたかった。

・傷病者や病院からも、マイナ救急の有用性の声があった。
・傷病者が広報誌やラジオで、実証事業について事前に把握していたため、協力を得やすかった。

→広報誌やラジオをはじめ、様々な媒体を活用した広報が必要。

傷病者の声
○ マイナ保険証で、緊急時に役立つ情報が得られるのは、とても良い取組ですね。

○ 過去に受診したことがある病院や服用している薬の情報も記録として残るので、緊急時に便利だと
感じました。

○ マイナ救急については広報誌で事前に知っていた。お薬手帳が見つからず、マイナ保険証が役に
立って良かった

○ 糖尿病の持病があり、意識がなくなる可能性もあったので、持病が伝えられて助かりました。
○ 慌てて、思い出せない情報もマイナ救急で伝えられるので、助かりました。

○ マイナ救急についてラジオで知った。有効活用できるということで、マイナンバーカードを作成したの
で、実証に協力しました。

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 開 催
救急業務のあり方に関する検討会公表資料
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事業概要

１．マイナ救急の流れ

マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組

全国すべての７２０消防本部、５,３３４隊(常時運⽤救急隊９８%)において、
救急現場での操作性に優れた専⽤システムを活⽤した実証事業を実施
10⽉１⽇から全国⼀⻫に開始

３．令和７年度実証事業

マイナ保険証

オンライン資格確認
等システム

119番通報時

指令員が通報者に対して
マイナ保険証の準備を依頼

救急隊到着時

病院

カードリーダー タブレット端末

⾃分の病歴や飲んでいる薬を
救急隊に正確に伝えることができる

円滑な搬送先病院の選定や
適切な処置が実施できる

搬送先病院で
治療の事前準備ができる

【閲覧する情報】
・⽒名、⽣年⽉⽇、住所
・受診した医療機関名 ・既往歴
・薬剤情報 ・特定健診等情報 等

・ マイナ救急の認知度向上を図る
ため、動画・ショートムービーを作
成し、SNS（YouTube、消防庁
X等）で広報を⾏うとともに、全国
の消防本部、都道府県等へ提供

４．マイナ救急の広報について

・ 政府広報によるテレビ、ラジオ、新聞広告、バナー広告、雑誌な
ど多様なメディアを活⽤した積極的な広報を実施するとともに、引
き続き、国と⾃治体とで連携した広報を実施

２．令和６年度実証事業の結果
・ 67消防本部660隊において、約２ヶ⽉間の実証を⾏った。
・ マイナ救急により、情報閲覧した件数は11,398件
【実証事業に参加した救急隊からの声】
・医療機関に情報共有し、早期に緊急⼿術を⾏うことができ、⼀命を取り留めた。
・⾼齢者夫婦のみで、情報収集が困難だったが、マイナ保険証から情報を取得できた。
・外出先の事故でお薬⼿帳を所持していなかったが、薬剤情報が分かった。
・意識障害で、家族も傷病者の情報を把握しておらず、マイナ救急が活動に役⽴った。
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マイナ救急〔マイナンバーカードを活⽤した救急業務の円滑化〕

・本⼈確認︓救急隊が⽬視により確認
・４桁の暗証番号は原則不要

マイナ救急普及啓発動画 総務省消防庁HP
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救急時医療情報閲覧



救急時医療情報閲覧の運⽤開始時期と機能について

※1 救急時医療情報閲覧機能は、「患者の⽣命、⾝体の保護のために必要がある場合」を対象とした仕組みであるため、主に救急患者を受け⼊れる⼀次救急〜三次救急
告⽰病院および病院を対象とした機能。病院以外の医療機関等（診療所・薬局）には開放を想定していない。

※2 4情報等︓①⽒名 ②⽣年⽉⽇ ③性別 ④住所 または 保険者名称（被保険者番号等情報による本⼈確認も可能）

病院※1 ⽀払基⾦・国保中央会

オンライン資格確認等システム

マイナポータル患者

閲覧履歴の確認

「⽣命、⾝体の保護のために必要」
と判断した場合、極⼒同意取得に
努めた上で、同意取得困難な場合
でも照会可能

医師等
救急時閲覧権限あり

⼆要素認証実施

マイナ保険証

本⼈確認（受付等）

4情報等※2 患者 (⽣命、⾝体の
保護が必要)

情報閲覧
電⼦カルテ

⾃⾝の医療情報を
閲覧した医療機関を、
マイナポータルから確認

1

2

3

4○ システム仕様の⾒直しにより、 4情報等※2に
よる検索機能は段階的にリリース

○ これに伴い、令和6年12⽉のサービス開始時
は、マイナ保険証による本⼈確認が必要。

病院※1 ⽀払基⾦・国保中央会

オンライン資格確認等システム

マイナポータル患者

閲覧履歴の確認

「⽣命、⾝体の保護のために必要」
と判断した場合、極⼒同意取得に
努めた上で、同意取得困難な場合
でも照会可能

医師等
救急時閲覧権限あり
⼆要素認証実施

マイナ保険証

本⼈確認（受付等）

4情報等※2 患者 (⽣命、⾝体の
保護が必要)

情報閲覧
電⼦カルテ

⾃⾝の医療情報を
閲覧した医療機関を、
マイナポータルから確認

1

2

3

4○ システム仕様の⾒直しにより、 4情報等※2に
よる検索機能は段階的にリリース

○ これに伴い、令和6年12⽉のサービス開始時
は、マイナ保険証による本⼈確認が必要。

運⽤開始時のシステム概要

救急時医療情報閲覧機能により、病院においては※1、患者の⽣命、⾝体の保護のために必要な場合、マイナ保険証
等により本⼈確認を⾏うことによって、患者の同意取得が困難な場合でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧
可能となる。
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9

救急時医療情報閲覧のメリット

救急時医療情報閲覧機能によって、患者の服⽤薬等の複数回にわたる⼝頭伝達が軽減可能です。
さらに、電⼦カルテへの⼊⼒作業が効率化され、業務負荷軽減および医療の質向上につながります。

薬の量が多くて電⼦カルテへ
の打ち込みが⼤変。

付き添い者からXXとXXの薬を
服⽤中と聞いている

たくさん薬を服⽤している。
おそらく今服⽤している薬はXXとXXのはず

1年前に●●で⼿術した。

1年前に●●で⼿術歴ありだが、
副反応を引き起こす可能性のある◇◇の

服⽤はなさそう。

本当に服⽤してる薬の情報は正しい︖
◇◇の服⽤はないかもしれないが、
▲▲の服⽤も再度確認が必要。

医師は、聞き取った内容を電⼦カルテに打ち込む

救急隊員は医師へ、かかりつけ医や
既往歴、服⽤薬等を伝える

救急隊員

救急患者
家族等

患者家族等は救急隊員に
患者の過去の病歴・服⽤薬等を伝える

メリット

医師
患者情報の聞き取り、
電⼦カルテへの打ち込み
時間が短縮した 患者さんと向き合える

時間が増加した

正確な患者情報を迅
速に取得できるように

なった

........

........

医師

これまで 救急時医療情報閲覧機能の導⼊前

オンライン資格確認等システムから取得した情報を
電⼦カルテにそのまま⼊⼒可能

救急患者
（⽣命、⾝体の
保護が必要）

救急患者
の家族等

マイナ保険証
or 4情報等情報

これから

医師

オンライン資格確認
等システム

救急時医療情報閲覧機能の導⼊後
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救急時医療情報閲覧のメリット

救急時医療情報閲覧機能では患者の直近の受診歴も確認可能なことから、転院搬送やかかりつけ医と
連携を取る場合等に、双⽅の医療機関にとってより迅速な意思決定・情報伝達が可能と考えられます。

メリット

転院搬送元
医療機関

転院搬送を受け⼊れる
医療機関

救急時医療情報を参照する
ことで紹介状の作成が素早
くできるようになった︕

救急時医療情報から薬剤等の情報
をそのまま転記いただいているため、
より正確な情報を含む紹介状を得ら

れる機会が増えた︕

転院搬送元・搬送先双⽅の医療機関にと
って、患者情報伝達にかかる時間を軽減・
より正確な情報伝達が可能と考えられます

医師等

メリット

患者家族

患者本⼈と意思疎通が難しい場合でも、
受診歴からかかりつけ医を特定し、転院搬
送先をより素早く検討可能と考えられます

ご家族は、患者ご本⼈の通院先
をよく把握していなさそう。

受診歴を⾒て、かかりつけ医を
特定しよう︕

かかりつけの名前が
思い出せません…

通っている病院が
たくさんあるんです、、、

救急医療機関

メリット

かかりつけ医となる病院候補が複数ある
都市部においても、かかりつけ医と素早く
連携を図ることができると考えられます

⼿術する際に、かかりつけ医から
〇〇の情報を⼊⼿したい。

救急時医療情報の受診歴を⾒て
かかりつけ医に連絡しよう︕

かかりつけの医療機関

XXさんのカルテありました︕
〇〇の情報もあります︕

1 2 3



ー マイナポータルにおける閲覧履歴の表⽰ ー

マイナポータルより、救急時医療情報を医療機関が閲覧した履歴は、本⼈が確認可能です。

❶情報表⽰画⾯ ❷情報結果画⾯ ※当表⽰画⾯はイメージとなります。

閲覧施設名を表⽰
（閲覧した医療従事者名は

表⽰されない）
同意状況を表⽰
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電⼦処⽅箋について



電⼦処⽅箋について

電⼦処⽅箋とは、オンライン資格確認等システムを拡張し、現在紙で⾏われている処⽅箋の運⽤を、電⼦で実施する仕
組み。オンライン資格確認等システムで閲覧できる情報を拡充し、患者が直近処⽅や調剤をされた内容の閲覧や、当該
データを活⽤した重複投薬等チェックの結果確認が可能に。（令和５年（2023年）１⽉〜運⽤開始）

病院・診療所 薬局

薬剤師

⽀払基⾦・国保中央会

Step③処⽅箋の登録 Step⑧調剤内容の登録

電⼦処⽅箋管理サービス

マイナポータルや
電⼦版お薬⼿帳アプリ

患者

マイナンバ
ーカード

Step①本⼈確認／同意

資格確認書/健康保険証
患者

患者

マイナンバ
ーカード

Step⑤本⼈確認／同意

資格確認書/健康保険証

オンライン資格確認等システム

Step④情報の閲覧

Step②処⽅・調剤された情報や
重複投薬等チェック結果の参照

Step⑥処⽅箋の取得
Step⑦処⽅・調剤された情報や

重複投薬等チェック結果の参照

医師・⻭科医師
電⼦カルテ

システムなど
薬局システム
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電⼦処⽅箋システムによる薬剤情報の拡充

お薬⼿帳や患者とのコミュニケーションを基に把握する情報

電⼦処⽅箋管理サービスなどに記録されたお薬のデータを基に把握する情報
※ 紙の処⽅箋を含め、電⼦処⽅箋管理サービスに登録された処⽅・調剤した薬剤情報は活⽤が可能
※ マイナ保険証での受付によって薬剤情報の閲覧は可能となる

凡例

過去５年間

患者の記憶など従来

オンライン資格確認
導⼊済

患者の記憶など
＋過去1か⽉〜５年分の薬剤情報

電⼦処⽅箋
システム対応済

患者の記憶など
＋過去５年分の薬剤情報

過去1か⽉程度直近

患者の「直近の」薬剤情報まで確認可能

○ 電⼦処⽅箋システムの導⼊により、電⼦処⽅箋、または紙の処⽅箋を問わず、処⽅・調剤した薬剤情報は電⼦
処⽅箋管理サービスへの即時反映が可能となる。

○ これにより、電⼦処⽅箋システムを導⼊した医療機関・薬局において、患者の「直近の」薬剤情報まで共有さ
れる。また、処⽅・調剤時、この薬剤情報を活⽤した重複投薬や併⽤禁忌のシステムチェックが可能となる。

医療機関 薬局⽀払基⾦・
国保中央会

医療機関 薬局⽀払基⾦・
国保中央会

医療機関・薬局の双⽅が電⼦処⽅箋システムに対応している場合
医療機関の処⽅箋発⾏、薬局の調剤結果登録のいずれも電⼦的に可能

となる。これにより、今後患者が訪れた電⼦処⽅箋対応医療機関・薬局
でリアルタイムの薬剤情報の活⽤が可能となる。

薬局のみが電⼦処⽅箋システムに対応している場合
紙の処⽅箋を受け付けた薬局は調剤結果を登録する。これにより、

今後患者が訪れた電⼦処⽅箋対応医療機関・薬局でリアルタイムの薬
剤情報の活⽤が可能となる。

電⼦処⽅箋管理サービス 対応済対応済

電⼦処⽅箋管理サービス 対応済未対応
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電⼦処⽅箋の普及状況

○ 令和７年７⽉13⽇現在、全国のオンライン資格確認システム導⼊施設数213,016のうち、114,683施設
（53.8％）が電⼦処⽅箋の利⽤申請済であり、71,365施設（33.5％）が電⼦処⽅箋の運⽤開始済である。（内
数は以下）

○ 医療機関の導⼊は13.7％にとどまる（医科に限定した場合は19.6％）⼀⽅、運⽤開始済の薬局は８割を超え、
利⽤申請済（運⽤開始済を含む）の薬局は９割を越えており、⾜元の利⽤申請・導⼊実績を踏まえると、薬局に
ついては今夏には概ね全ての薬局での導⼊が⾒込まれる。

※１利⽤申請済施設は、医療機関等向け総合ポータルサイトで、電⼦処⽅箋の利⽤規約に同意し、利⽤申請を⾏った施設をいう

※２運⽤開始済施設は、電⼦処⽅箋の発⾏⼜は電⼦処⽅箋に基づく調剤が可能となる⽇（運⽤開始⽇）を医療機関等向け総合ポータルサイトで⼊⼒した施設であって、当該運⽤開始⽇が経過
している施設をいう

※３施設割合は、上記の施設をオンライン資格確認導⼊施設数で除したもの

令和７年７⽉13⽇時点 施設数 施設割合

オンライン資格確認システム導⼊済 電⼦処⽅箋利⽤申請済 電⼦処⽅箋運⽤開始済 電⼦処⽅箋利⽤申請済 電⼦処⽅箋運⽤開始済

病院

医科診療所

⻭科診療所

薬局

７，９７５

８３，３８０

６１，１１７

６０，５４４

２，８１７

３９，１１７

１７，２６７

５５，４８２

１，０９３

１６，７６９

２，９５４

５０，５４９

３５．３％

４６．９％

２８．３％

９１．６％

１３．７％

２０．１％

４．８％

８３．５％

令和7年7⽉１⽇
第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚⽣労働省推進チーム ⼀部改変
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電⼦処⽅箋の利⽤状況

調剤結果登録数／⽉
薬局における重複投薬等チェック実⾏回数／⽉

運⽤開始薬局割合
調剤結果割合

16

調剤結果登録数 ︓ 電⼦処⽅箋システムを導⼊した薬局から電⼦処⽅箋管理サービスに登録された調剤結果登録数
薬局における重複投薬等チェック実⾏件数 ︓ 薬局受付時処⽅箋情報での重複投薬等チェック件数と確定前調剤結果情報での重複投薬等チェック件数の総数
薬局の電⼦処⽅箋導⼊割合 ︓ オンライン資格確認等システムを導⼊した薬局のうち、電⼦処⽅箋システムを導⼊した薬局の割合（最終週⽇曜⽇時点の値）
調剤結果登録割合 ︓ レセプトベースの処⽅箋枚数（「調剤医療費の動向」より）で、調剤結果登録数を除したもの。ただし、直近のレセプトベースの処⽅箋枚数は得られるまで

にタイムラグがあるため、値が得られていない⽉の処⽅箋枚数については、６ヵ⽉前のレセプトベースの処⽅箋枚数の対前年同⽉⽐を⽤いて推計している。

○ 電⼦処⽅箋システムを導⼊した薬局では紙の処⽅箋を含め、調剤結果情報の電⼦処⽅箋管理サービスへの
登録が進んでいる。患者を薬の相互作⽤リスクから守り、医療機関・薬局の効率化に繋げるには医療機関
の電⼦処⽅箋システムの普及に加え、薬局の調剤結果情報の登録の引き上げ、その情報を活⽤した重複投
薬等チェックの実⾏を進めていくことが重要（令和７年５⽉時点で調剤結果登録割合は約８割に到達）。

○ 令和６年度には、重複投薬等チェックの結果、電⼦処⽅箋を導⼊した医療機関・薬局において、重複投薬
アラートが約3,600万件(/年)、併⽤禁忌アラートが約5.1万件(/年)発⽣しており、処⽅・調剤にあたり重
複投薬や併⽤禁忌のリスクの防⽌に繋がっている。
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第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚⽣労働省推進チーム

（令和７年７⽉１⽇）資料１ ⼀部改変



POINT: マイナ保険証の利⽤で患者が得られるメリットを、実際の電⼦カルテの確認画⾯をみ
せて実感してもらう︕

患者とのコミュニケーションの⼯夫により
マイナ保険証利⽤率と電⼦処⽅箋の利⽤率向上を実現︕

POINT: 「健康保険証をお持ちですか︖」ではなく、患者に「マイナ保険証」の提⽰を呼びかけ︕

【参考】井⼝医院（広島県）

院⻑
井⼝ 雅之さん

患者にマイナ受付や電⼦処⽅箋を利⽤いただくことで、医療機関等で活⽤できるデータも充実させることができます。

 来院した患者が受付をする際の声がけの⼯夫
① 受付の際は、「健康保険証をお持ちですか」ではなく、「マイナ保険
証を提⽰してください」と患者に声をかける。

②（マイナ保険証を持っていない場合）令和6年12⽉のマイナ保険
証への移⾏を⾒据え、早期に慣れておくことが患者にとっても良い
ことを説明し、マイナ保険証で顔認証付きカードリーダーを利⽤して
みることを促す。

 マイナ保険証利⽤で患者が得られるメリットを説明する際の⼯夫
マイナ保険証で同意をすると、医師が確認できる情報を、実際に電
⼦カルテ上の画⾯から患者に⾒てもらうことで、どのように医療の
質の向上に繋がるかを理解し、患者にとっても安⼼であることを実
感してもらう。

患者さんが、皆マイナ保険証の利⽤に否定的と
いうわけではありません。周りが使うようになれば、
皆付いてくるので、マイナ保険証や電⼦処⽅箋
が当たり前の雰囲気を作っていくことが重要です。
⾼齢の患者さんの中には、デジタル技術への不安
を感じている⽅がいますが、実際には想像よりも
簡単だと感じていただけているようです。「マイナ
受付ができた」「電⼦処⽅箋が使えた」という経験
が、患者さん⾃⾝の⾃信や嬉しさにも繋がってい
ます。マイナ未取得の施設⼊所者などに対し⾏
政の当院への出張受付も⾏なっています。
慣れてきた患者さんには、患者間のコミュニティで
⼝コミで広めてもらっています。医療DXに患者さ
ん⾃⾝に⾃然と参加してもらうことも重要です。
デジタル化・医療DXは進む⽅向にしかいきません。
患者さんも医療従事者もどちらも早期に慣れてい
きましょう。

 患者へ電⼦処⽅箋を発⾏することの説明の⼯夫
処⽅箋の発⾏形態について、電⼦処⽅箋への⼀本化を⽬指して
いる旨を患者に伝えつつ、実際の運⽤に慣れてもらう。

POINT: ⾃院では、電⼦処⽅箋への⼀本化を⽬指している旨を患者に周知︕
いのくち

マイナ受付を促進するための取り組み

電⼦処⽅箋の利⽤を促進するための取り組み
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重複投薬等チェックにより投与量の適正化を⾏った事例
情報提供元︓⽇本海総合病院/ ⼭形県

【医療機関向け】活⽤例

年 齢 性 別70歳代 ⼥性 ⼼臓⾎管外科 介⼊項⽬ 処⽅量調整診療科

事例詳細

重複投薬等チェック機能を活⽤し、施設間で連携をとることで、
過剰投与の防⽌・最適な投与量の検討をすることができた。

改善要因 重複投薬等チェック

経 緯 • 降圧薬のアムロジピンベシル酸塩を処⽅しようとしたところ、重複投薬等チェックにより重複投薬が検知された。
• 患者のお薬⼿帳にアムロジピンベシル酸塩の記載はなく、また、マイナンバーカードを持参していなかったため、

過去情報の確認もできなかった。そのため、患者が普段通院している医療機関に状況を説明したところ、アムロジ
ピンベシル酸塩が処⽅されていることが確認された。

• 患者の現在の⾎圧等を鑑み、追加的な降圧作⽤を得るために、問い合わせ先の医療機関と投与量に関する調整を
⾏った上で、追加的なアムロジピンベシル酸塩を処⽅した。
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過去の薬剤情報を閲覧することで重複投薬を回避した事例

年 齢 性 別50歳代 男性 整形外科 介⼊項⽬ 薬剤削除診療科

改善要因 過去の薬剤情報を確認

経 緯 • 普段は他の保険薬局を利⽤しており、当薬局には久しぶりの来局。
今回の整形外科からの処⽅内容は、ロキソプロフェン錠60ｍｇとランソプラゾール⼝腔内崩壊錠15ｍｇであった。

• 他の医療機関を受診していることを⼝頭で伺ったが、お薬⼿帳を持参しておらず、処⽅内容が不明であった。
そのため、マイナンバーカードによる受付で同意を得たため、過去の薬剤情報を閲覧したところ、その医療機関の
ラベプラゾール錠の処⽅履歴が確認された。患者にも現在服⽤中であることを改めて確認することができた。

• 疑義照会を⾏い、他の医療機関より同効薬のラベプラゾール錠を処⽅され、現在も服⽤中であることを処⽅医に報
告した。
同効薬の重複となるため、今回処⽅されたランソプラゾール⼝腔内崩壊錠の中⽌を提案し、薬剤削除となった。

【薬局向け】活⽤例

事例詳細

情報提供元︓総合メディカル（株）そうごう薬局 薬円台店 / 千葉県

マイナンバーカードを活⽤した過去情報閲覧で薬剤情報を把握することで、
重複投薬を防ぐことができた。
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年 齢 性 別３０歳代 男性 ⽿⿐咽喉科 介⼊項⽬ 薬剤変更

事例概要

診療科

改善要因 過去の薬剤情報を確認

概 要 • 患者アンケートの併⽤薬と実際の併⽤薬が異なること発⾒し、相互作⽤を回避した初来局の患者の事例。クラリス
ロマイシン錠200mgが処⽅されていた。

• 患者の新患アンケートでは併⽤薬にゾピクロンと記載されていたが、マイナンバーカードを持参していたため過去
の薬剤情報を閲覧したところ、他院から別の睡眠薬のレンボレキサントが処⽅されていることがわかった。

• お薬⼿帳の持参がなかっため、薬の外観を⾒せ確認したところ、ゾピクロンと記載したことは誤りで、実際にはレ
ンボレキサントを服⽤していることがわかった。

• 服⽤中のレンボレキサントは代謝酵素CYP3Aで代謝される薬剤であるが、処⽅されたクラリスロマイシンは
CYP3Aを阻害作⽤があるため、レンボレキサントの作⽤を増強させるおそれがあった。

• 処⽅医に疑義照会し、クラリスロマイシン錠200mgから、CYP3A阻害作⽤のないセフカペンピボキシル塩酸塩錠
100mgに変更となった。

マイナンバーカードを活⽤した過去情報閲覧により、
併⽤薬との相互作⽤を回避することができた。

【薬局向け】活⽤例

事例概要

情報提供元︓ナチュラルローソンクオール薬局神⽥鍛冶町⼆丁⽬店/ 東京都
過去の薬剤情報を閲覧することで相互作⽤を回避した事例
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電⼦処⽅箋の理解向上のための取組み（国⺠向け）

○ これまで、TVアニメ「薬屋のひとりごと」とのタイアップや事業所へのリーフレット送付を通じた従業員への呼び
掛け、電⼦処⽅箋対応医療機関・薬局のマップ公表、ダッシュボードの掲載など各種周知広報に取り組んできたとこ
ろ。さらに、ターゲットを絞った周知広報の強化を実施。

薬剤師が紙処⽅箋も含めて調剤結果登録された直
近の調剤情報を確認し、適切ではない薬の調剤を
防ぐことができるよう、薬局でマイナ保険証を利
⽤することを患者に周知するポスターを、令和６
年11⽉末に全国の薬局に送付。

旅⾏時や災害時など普段とは異なる
医療機関・薬局を受診する際の電⼦
処⽅箋のメリットを伝えるデジタル
広告を、令和７年２⽉にGoogle、
Instagramで実施。

⼦育て中の家庭や⼥性をターゲットとして、電
⼦処⽅箋を利⽤することで、オンライン服薬指
導を受けやすくなることや、安⼼して服薬がで
きることのメリットを訴求する漫画広告を、令
和７年２⽉〜３⽉にInstagramで実施。

ポスター 漫画広告 デジタル広告
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電⼦カルテ情報共有サービス
について



医療DXの推進に関する⼯程表（概要）

○ 2024年秋に健康保険証を廃⽌する

○ 2023年度中に⽣活保護（医療扶助）でのオンライン資格確認の導⼊

マイナンバーカードの健康保険証の⼀体化の加速等

○ オンライン資格確認等システムを拡充し、全国医療情報プラットフォームを構築
○ 2024年度中の電⼦処⽅箋の普及に努めるとともに、電⼦カルテ情報共有サービス（仮称）を構築し、共有する情報を拡⼤
○ 併せて、介護保険、予防接種、⺟⼦保健、公費負担医療や地⽅単独の医療費助成などに係るマイナンバーカードを利⽤した

情報連携を実現するとともに、次の感染症危機にも対応
○ 2024年度中に、⾃治体の実施事業に係る⼿続きの際に必要な診断書等について、電⼦による提出を実現
○ ⺠間PHR事業者団体やアカデミアと連携したライフログデータの標準化や流通基盤の構築等を通じ、ユースケースの創出⽀援
○ 全国医療情報プラットフォームにおいて共有される医療情報の⼆次利⽤について、そのデータ提供の⽅針、
信頼性確保のあり⽅、連結の⽅法、審査の体制、法制上あり得る課題等の論点について整理し検討するため、
2023年度中に検討体制を構築

全国医療情報プラットフォームの構築

○ 医療DXに関する施策の業務を担う主体を定め、その施策を推進することにより、①国⺠のさらなる健康増進、
②切れ⽬なく質の⾼い医療等の効率的な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム⼈材等の有効活⽤、⑤医療情報の
⼆次利⽤の環境整備の5点の実現を⽬指していく

○ サイバーセキュリティを確保しつつ、医療DXを実現し、保健・医療・介護の情報を有効に活⽤していくことにより、
より良質な医療やケアを受けることを可能にし、国⺠⼀⼈⼀⼈が安⼼して、健康で豊かな⽣活を送れるようになる

基本的な考え⽅

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６⽉２⽇）
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３つの提供サービスの概要・メリット
「❶⽂書送付サービス」の仕組み

紹介元の医療機関が登録した診療情報提供書・退院時サマリーを、紹介先の医療機関等が取得できる
サービス。当該⽂書情報が閲覧するためには、提供時に患者に⼝頭で同意を得たことを登録することで相
⼿先医療機関で閲覧可能となる仕組み。

メリット①
電⼦化によるコスト削減・効率化
•従来の紙・FAXでの発⾏・送付にかかるコス
トが削減可能。
•リアルタイムでの送受信により、従来の
紙・FAXよりも紹介業務の効率化が可能。

メリット②
確実な⽂書の共有による安全な⽂書管理
•従来の紙・FAXよりも漏洩のリスクが低く、
安全な共有が可能。患者の持参忘れも防⽌
可能。

メリット③
標準化による情報共有のしやすさ
•共通のデータフォーマットでやり取りでき
ることで、構造データの診療への応⽤や、
記載内容に関する疑義照会の件数や時間の
削減が期待。

紹介先の医療機関

閲覧

医療機関 電⼦カルテ情報共有サービス
⽂書情報

⽂書情報

電⼦カルテ等

取得・閲覧保存管理登録

⽂書情報管理DB

・FHIR変換
・バリデーションチェック
・⽂書・情報登録

マイナンバー
カード

顔認証付き
カードリーダー 医師等

受付
患者

⼝頭同意

医師等

共有情報の詳細

・診療情報提供書
・退院時サマリ－(添付扱い)

⽂書情報

閲覧可

閲覧可

閲覧可

1

⾃宅等
マイナ

ポータル

国⺠

⽂書閲覧同意同意

健康・医療・介護情報利活⽤検討会
第20回 医療等情報利活⽤ワーキンググループ

（令和6年1⽉24⽇）
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診療情報提供書、退院時サマリーの対象範囲
• 診療情報提供書は、厚⽣労働省の診療情報提供書様式(別紙様式11)に対応している他、様々な関連情報を登録できます。
• 退院時サマリーは、診療情報提供書の添付情報として、紹介元/紹介先医療機関間で送受信できます。

診療情報提供書の主な項⽬
・ 紹介⽬的紹介⽬的
・ 既往歴

既往歴及び家族歴 ・ 家族歴
・ 現病歴

症状経過及び検査結果 ・ 検査結果
・ 臨床経過

治療経過 ・ 診療⽅針指⽰
・ 投薬指⽰現在の処⽅
・ 備考・連絡情報備考
・ 傷病名・主訴

その他関連情報

・ アレルギー・不耐性反応
・ ⾝体所⾒
・ 感染症情報
・ 社会歴・⽣活習慣
・ 予防接種
・ ⼿術
・ 輸⾎歴
・ 処置
・ 患者が使⽤、装着、離脱した医療機器
・ 患者や家族の治療意思と治療⽅針への同意
・ 臨床研究参加
・ 添付情報

退院時サマリーの主な項⽬
・ ⼊院時診断
・ アレルギー・不耐性反応
・ 主訴
・ ⼊院理由
・ 現病歴
・ 既往歴
・ ⼊院時服薬
・ 社会歴・⽣活習慣
・ ⼊院時⾝体所⾒
・ 家族歴
・ ⼊院中経過
・ 退院時詳細（退院時転帰、退院先等）
・ 退院時診断
・ 退院時投薬指⽰
・ 退院時⽅針指⽰
・ 退院時⾝体所⾒
・ ⼊院中治療（⼿術・処置等）
・ ⼊院中検査結果
・ 患者が使⽤、装着、離脱した医療機器
・ 予防接種
・ 患者や家族の治療意思と治療⽅針への同意
・ 臨床研究参加
・ 添付情報



電⼦カルテ情報共有サービス

○全国の医療機関等において、電⼦カルテ情報を共有・閲覧することができるようにする。
・医療機関が３⽂書（健診結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー）と６情報（傷病名や検査等）を電⼦的に共有できるようにする。
・患者が⾃⾝のマイナポータルで健診結果報告書や６情報を閲覧できるようにする。医療保険者にも健診結果報告書を電⼦的共有する。

○以下の内容を法律に規定。
① 医療機関等は、３⽂書６情報を⽀払基⾦等に電⼦的に提供することができる旨を法律に位置づける。

個⼈情報保護法の例外として、提供する際の患者の同意取得を不要とする。他の医療機関が閲覧する際には患者の同意が必要。
② ⽀払基⾦等は、3⽂書6情報を、電⼦カルテ情報共有サービス等以外の⽬的には使⽤してはならない。
③ システムの運⽤費⽤は医療保険者等が負担する。
④ 地域医療⽀援病院等の管理者に３⽂書・６情報の共有に関する体制整備の努⼒義務を設ける。

⾃宅等

全国の医療機関等

マイナ
ポータル

国⺠

事前同意

閲覧受付

閲覧

同意

わたしの情報

マイナンバー
カード

顔認証付きカードリーダー 医師等

医療保険者
閲覧

職員等

閲
覧
可

電⼦カルテ等

⽂書・情報登録

患者 医師等

医療機関
⽀払基⾦

電⼦カルテ情報共有サービス

6情報

健診結果報告書

健診結果報告書

患者サマリー6情報

5情報

健診結果
報告書

診療情報
提供書

傷病名＋アドバイス

取得・閲覧保存管理登録

【⽂書情報】
① 健康診断結果報告書
② 診療情報提供書
③ 退院時サマリー

【6情報】
① 傷病名
② 薬剤アレルギー等
③ その他アレルギー等
④ 感染症
⑤ 検査(救急、⽣活習慣病)
⑥ 処⽅
（処⽅は⽂書抽出のみ）

健診結果
報告書

診療情報
提供書

制度の概要

閲覧同意
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⽣活習慣病関連の項⽬、救急時に有⽤な項⽬で指定された
43項⽬の検体検査結果と5項⽬の感染症情報

健康・医療・介護情報利活⽤検討会
第５回 医療等情報利活⽤ワーキンググループ

（令和２年12⽉９⽇）⼀部改変

（参考）
特定健診

項⽬

救急時に
有⽤な
項⽬

⽣活習慣
病関連の

項⽬
標準化を進める⽂書以外のデータ

基本情報
〇〇既往歴傷

病
名 〇現病名

〇アレルギー情報
〇薬剤禁忌情報

（参考）
特定健診

項⽬

救急時に
有⽤な
項⽬

⽣活習慣
病関連の

項⽬
臨床検査項⽬基本コードセット

⽣化学的検査
〇〇総蛋⽩ (TP)
〇〇アルブミン
〇クレアチンキナーゼ (CK)

〇〇〇AST (GOT)
〇〇〇ALT (GPT)

〇LD (LDH)
〇アルカリフォスファターゼ (ALP)

〇〇〇γーGTP (GGT)
〇コリンエステラーゼ (ChE)
〇アミラーゼ (AMY)

●〇〇クレアチニン (Cre)
〇シスタチンC
〇尿酸 (UA)

〇〇尿素窒素 (BUN)
〇〇〇グルコース (⾎糖) 
〇〇〇HbA1c (NGSP)
〇〇中性脂肪 (TG)

〇総コレステロール (TーCHO)

〇〇HDLーコレステロール (HDLーC)

〇〇LDLーコレステロール (LDLーC)

〇ナトリウム (Na)
〇〇カリウム (K)
〇クロール (Cl)
〇カルシウム (Ca)
〇総ビリルビン (TーBil)
〇直接ビリルビン (DーBil)

※ 各項⽬のデータが記録された⽇付等もあわせて⽰すことが必要と想定。

※ 記号は、各データセットにおいて「○︓必要」、「●︓適宜実施」とされてい
るものを記載。

（参考）
特定健診

項⽬

救急時に
有⽤な
項⽬

⽣活習慣
病関連の

項⽬
臨床検査項⽬基本コードセット

⾎液学的検査
〇⾎算ー⽩⾎球数

●〇⾎算ー⾚⾎球数
●〇〇⾎算ーヘモグロビン
●⾎算ーヘマトクリット

〇⾎算ー⾎⼩板数

〇活性化部分トロンボプラスチン時間
(APTT)

〇プロトロンビン時間
FDP

〇Dダイマー (DD)
尿検査

〇〇尿蛋⽩
〇〇尿糖

〇尿潜⾎
〇蛋⽩／クレアチニン⽐(Ｐ／Ｃ⽐)

〇アルブミン／クレアチニン⽐ (Ａ／
Ｃ⽐)
内分泌学的検査

〇脳性Ｎａ利尿ペプチド（ＢＮＰ）

〇
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前
駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ－ｐ
ｒｏＢＮＰ）
免疫学的検査

〇Ｃ反応性蛋⽩ (ＣＲＰ)
〇⾎液型－ABO
〇⾎液型－Rh
3722項⽬数

（参考）
特定健診

項⽬

救急時に
有⽤な
項⽬

⽣活習慣
病関連の

項⽬
臨床検査項⽬基本コードセット

基本情報
〇梅毒STS (RPR法)

感
染
症
情
報

〇梅毒TP抗体
〇HBs
〇HCV
〇HIV

○ 救急時に有⽤な検査情報は、救急や災害時の医療機関受診時に初期治療に有⽤な検査項⽬の整理を⽇本救急医学会に
依頼し、集約されたもの。

○ ⽣活習慣病については、関係する６臨床学会において、糖尿病、⾼⾎圧症、脂質異常症、慢性腎臓病（CKD）の４つ
の疾患について共通して利⽤可能な検査項⽬が策定されている。
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3⽂書6情報の概要

保存期間
(オン資)

未告知/未提供
フラグ

⻑期保管
フラグ概要情報項⽬

5年間分ありあり診断をつけた傷病名傷病名

5年間分ーあり梅毒STS、梅毒TP、HBs(B型肝炎)、HCV(C型肝炎)、
HIVの分析物に関する検査結果感染症

5年間分ーあり診断をつけた薬剤アレルギー等情報
(医薬品、⽣物学的製剤)薬剤アレルギー等

5年間分ーあり診断をつけた薬剤以外のアレルギー等情報
(⾷品・飲料、環境等)その他アレルギー等

1年間分
もしくは

直近3回分
ーー

臨床検査項⽬基本コードセット(⽣活習慣病関連の項⽬、
救急時に有⽤な項⽬)で指定された43項⽬の検体検査
結果（参考③）

検査

100⽇間分
もしくは

直近3回分
ーー※直接登録は⾏わない

(⽂書から抽出した処⽅は取り扱う)処⽅

概要⽂書項⽬

特定健診、事業主健診、学校職員健診、⼈間ドック等を対象健康診断結果報告書
対保険医療機関向けの診療情報提供書を対象診療情報提供書
退院時サマリーを対象（診療情報提供書に添付）退院時サマリー

3⽂書

6情報

健康・医療・介護情報利活⽤検討会
第21回 医療等情報利活⽤ワーキンググループ
持ち回り開催（令和6年3⽉27⽇）⼀部修正

（参考）診療情報提供書及び退院時サマリーには、キー画像及び画像診断レポートを添付可能（※）
（※）診療情報提供書と退院時サマリー合わせて10MB, 20ファイルまで
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モデル事業予定地域

モデル事業地域の中核的な病院が参画予定。中核的な病院と連携する病院・診療所と現在調整中。

千葉県
千葉⼤学医学部附属病院を中⼼

とした地域

茨城県
⽔⼾済⽣会総合病院

を中⼼とした地域

静岡県
浜松医科⼤学医学部附属病院を
中⼼として、浜松医療センター、中
東遠総合医療センター、藤枝市⽴

総合病院と調整中

⼭形県
⽇本海総合病院
を中⼼とした地域

⽯川県
加賀市医療センターと⾦沢⼤学附

属病院を中⼼として
うわだな⼩児科医院、加賀たちばな
元気クリニック、近隣医療機関が

参画予定

愛知県
藤⽥医科⼤学病院
を中⼼とした地域

三重県
三重⼤学医学部附属病院

を中⼼とした地域

奈良県
南奈良総合医療センター

を中⼼とした地域

宮崎県
宮崎⼤学医学部附属病院

を中⼼とした地域

健康・医療・介護情報利活⽤検討会
第22回 医療等情報利活⽤ワーキンググループ

（令和６年6⽉10⽇）を⼀部改変

北海道
函館医療センター、⾼橋病院

を中⼼として
森町国⺠健康保険病院、近隣

医療機関が参画予定

2⽉〜

藤⽥医科⼤学病院とその
系列３病院で開始

⻘字︓共有開始
⿊字︓共有未開始
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医療機関への補助（電⼦カルテ情報標準規格準拠対応事業）

（補助の対象）
①電⼦カルテシステムに標準規格化機能を導⼊する際にかかる費⽤（システム改修・標準規格変換機能整備費⽤、システム適⽤作業等費⽤（SE費⽤、ネットワーク整備
等）
②健康診断部⾨システムと電⼦カルテシステム連携費⽤

補助
内容

6,579千円を上限に補助
（事業額の13,158千円を上限に

その1/2を補助）

※３⽂書（①診療情報提供書、②退院時サマリ、③健診結果報告書）６情報（①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査（救急、⽣活習慣病）⑥処⽅情報）

⼤規模病院
（病床数200床以上）

補助率及び補助上限（交換・共有する電⼦カルテ情報が３⽂書６情報）
１．健診実施医療機関の場合（健診部⾨システム導⼊済医療機関）

中⼩規模病院
（病床数199床〜20床）

5,457千円を上限に補助
（事業額の10,913千円を上限に

その1/2を補助）

補助
内容

5,081千円を上限に補助
（事業額の10,162千円を上限に

その1/2を補助）

※２⽂書（①診療情報提供書、②退院時サマリ）６情報（①傷病名、②アレルギー、③感染症、④薬剤禁忌、⑤検査（救急、⽣活習慣病）⑥処⽅情報）

⼤規模病院
（病床数200床以上）

補助率及び補助上限（交換・共有する電⼦カルテ情報が２⽂書６情報）

２．健診未実施医療機関の場合（健診部⾨システム未導⼊済医療機関）

中⼩規模病院
（病床数199床〜20床）

4,085千円を上限に補助
（事業額の8,170千円を上限に

その1/2を補助）

○ 病院（20床以上）において、電⼦カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電⼦カルテ情報・⽂書をFHIRに基づいた
形式に変換し、電⼦的に送受信するために必要な改修等にかかる費⽤について、以下の補助率及び上限額で補助。

医療情報化⽀援基⾦
令和元年度予算額 150億円
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標準型電⼦カルテの取組
について



医療DXの推進に関する⼯程表（概要）

○ 2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について、2024年度に蘇⽣処置等の関連情報や⻭科・看
護等の領域における関連情報について、共有を⽬指し標準規格化。2024年度中に、特に救急時に有⽤な情報等の拡充を進める
とともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が速やかに閲覧できる仕組みを整備。薬局との情報共有のため、必要
な標準規格への対応等を検討

○ 標準型電⼦カルテについて、2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を⾏い、2024年度中に開発に着⼿。電⼦カルテ
未導⼊の医療機関を含め、電⼦カルテ情報の共有のために必要な⽀援策の検討

○ 遅くとも2030年には、概ねすべての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊を⽬指す

○ 2024年度に医療機関等の各システム間の共通⾔語となるマスタ及びそれを活⽤した電⼦点数表を改善・提供して共通コストを削
減。2026年度に共通算定モジュールを本格的に提供。共通算定モジュール等を実装した

標準型レセコンや標準型電⼦カルテの提供により、医療機関等のシステムを抜本的に改⾰し、医療機関等の
間接コストを極⼩化

○ 診療報酬改定の施⾏時期の後ろ倒しに関して、実施年度及び施⾏時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて
検討

電⼦カルテ情報の標準化等

診療報酬改定DX

○ 社会保険診療報酬⽀払基⾦を、審査⽀払機能に加え、医療DXに関するシステムの開発・運⽤主体の⺟体とし、抜本的に改組
○ 具体的な組織のあり⽅、⼈員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的⽀援を含む運⽤資⾦のあり⽅等
 について速やかに検討し、必要な措置を講ずる

医療DXの実施主体

第２回医療ＤＸ推進本部
資料２（令和５年６⽉２⽇）
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（参考）電⼦カルテシステムの普及状況の推移

⼀般診療所
（※２）

病床規模別⼀般病院
（※１） 200床未満200〜399床400床以上

14.7 ％
（14,602／99,083）

8.9 ％
（500／5,614）

22.7 ％
（313／1,380）

38.8 ％
（279／720）

14.2 ％
（1,092／7,714）平成 20年

21.2 ％
（20,797／98,004）

14.4 ％
（779／5,393）

33.4 ％
（440／1,317）

57.3 ％
（401／700）

21.9 ％
（1,620／7,410）

平成 23年
（※３）

35.0 ％
（35,178／100,461）

24.4 ％
（1,310／5,376）

50.9 ％
（682／1,340）

77.5 ％
（550／710）

34.2 ％
（2,542／7,426）平成26年

41.6 ％
（42,167／101,471）

37.0 ％
（1,965／5,315）

64.9 ％
（864／1,332）

85.4 ％
（603／706）

46.7 ％
（3,432／7,353）平成 29年

49.9 ％
（51,199／102,612）

48.8 ％
（2,572／5,270）

74.8 ％
（928／1,241）

91.2 ％
（609／668）

57.2 ％
（4,109／7,179）令和 2年

55.0 ％
（57,662／104,894）

59.0 ％
（3,073／5,208）

79.2 ％
（956／1,207）

93.7 ％
（609／650）

65.6 ％
（4,638／7,065）令和 5年

出典︓医療施設調査（厚⽣労働省）

【注 釈】
（※１） ⼀般病院とは、病院のうち、精神科病床のみを有する病院及び結核病床のみを有する病院を除いたものをいう。
（※２） ⼀般診療所とは、診療所のうち⻭科医業のみを⾏う診療所を除いたものをいう。
（※３） 平成23年は、宮城県の⽯巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。 33



標準型電⼦カルテの⽬的

＜⽬的＞
標準型電⼦カルテの構築にあたっては、
① 「切れ⽬なくより質の⾼い医療等の効率的な提供」を実現するため、

電⼦カルテ情報共有サービスを始めとした
医療DXのシステム群（全国医療情報プラットフォーム）につながり、
情報の共有が可能な電⼦カルテ

の構築を⽬指す

② あわせて、「医療機関等の業務効率化」を実現するため、
⺠間サービス（システム）との組み合わせが可能な電⼦カルテ

の構築を⽬指す
こととする。

第1回標準型電⼦カルテ検
討ワーキンググループ 

（令和5年12⽉14⽇）
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システム構成・機能
標準型電⼦カルテのシステム開発のコンセプト (案 )

標準規格に準拠したクラウドベースでのシステム構成としたうえで、国が対象施設に共通した必要最⼩限の基本機
能を開発し、⺠間事業者等が各施設のニーズに応じたオプション機能を提供できるような構成を⽬指す。

標準型電⼦カルテ

全国医療情報
プラットフォーム ⺠間事業者

が提供する
オプション機能

標準型
レセコンシステム

（共通算定モジュール）

その他
システム

セキュアなクラウドサービス

国が提供する
基本機能

API

API

API

第1回標準型電⼦カルテ検
討ワーキンググループ 

（令和5年12⽉14⽇）
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システム構成・機能
標準型電⼦カルテの導⼊のメリット

標準型電⼦カルテを導⼊することで、医療ＤＸのサービス（システム）群の利⽤が可能となることや、導⼊や維
持負担が軽減されることが期待される。
１．医療ＤＸのサービス（システム）群の利⽤
 医療ＤＸのサービス（システム）であるオンライン資格確認等システム、電⼦カルテ情報共有サービス、

電⼦処⽅箋管理サービスとつながることで、
－オンライン資格確認等システムで扱う特定健診等情報やレセプトから抽出された診療/

薬剤情報
－電⼦カルテ情報共有サービスで扱うアレルギー情報や検査情報等の情報（※1）

－電⼦処⽅箋管理サービスで扱う処⽅・調剤情報（※2）

が、マイナンバーカードを⽤いて本⼈から同意を取得した上で閲覧することが可能となる。
※1 傷病名・アレルギー情報・薬剤禁忌情報・感染症情報・検査情報・処⽅情報
※2 電⼦処⽅箋管理サービスとつながることで、電⼦的に処⽅箋を扱うことが可能

 診療情報提供書等を紹介先医療機関に電⼦的に共有することが可能となる。

 こうした情報を患者⾃⾝がマイナポータル等を⽤いて確認することが可能となる。

２．医療ＤＸのサービス（システム）群の導⼊や維持負担の軽減
初期の導⼊時にこうした機能が標準搭載されるため、導⼊負担が軽減される。
また、機能追加等のシステム改修が発⽣した際に、維持負担が軽減される。

第2回標準型電⼦カルテ
検討ワーキンググループ 
（令和6年3⽉7⽇）
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「医療情報共有アプリ」（仮称）の開発について
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病院情報システムの
刷新に関する⽅針について



電⼦カルテ・電⼦カルテ情報共有サービスの普及について（２）

（電⼦カルテ導⼊済みの病院） 4,638施設（2023年医療施設調査）
 共有サービス／電⼦処⽅箋管理サービスに対応するため、医療情報化⽀援基⾦を活⽤し、次回システム更改時のシステム改修

を促す。
※病院の多くはオンプレミス型システム。特に、400床以上の病院（約650施設）では、2030年までに毎年100前後の病院でシステム更改
時期を迎える。一部のクラウド型システムの病院は、当面、共有サービス／電子処方箋に対応するアップデートを進める。

 特に、地域医療⽀援病院・特定機能病院等については、医療法改正法案において、共有サービスの体制整備に関する努⼒義務
規定が設けられていることに鑑み、率先してシステム改修に取り組むことを促す。

 その上で、病院の電⼦カルテシステム等の医療情報システムについて、カスタマイズ等による⾼コスト構造になっている現⾏
のオンプレミス型から、いわゆるクラウド・ネイティブなシステムへと移⾏するべく、国は、2025年度中⽬途に、標準仕様
（基本要件）を策定することとしている。
今後、国の標準仕様に準拠したクラウド・ネイティブなシステムが登場してきた段階で、順次、クラウド・ネイティブなシス
テムへの移⾏を進める。

（電⼦カルテ未導⼊の病院） 2,427施設（2023年医療施設調査）
 病院の電⼦カルテシステム等の医療情報システムについて、カスタマイズ等による⾼コスト構造になっている現⾏のオンプレミス型から、いわゆるクラウ

ド・ネイティブなシステムへと移⾏するべく、国は、2025年度中⽬途に、標準仕様（基本要件）を策定することとしている。
 既に電⼦カルテの導⼊を予定している病院については、導⼊時に、共有サービス・電⼦処⽅箋管理サービスへの対応を促す。

今後の対応

今後、本格運⽤の具体的内容を2025年度中に⽰すことを含め、必要な⽀援策の具体化を検討するとともに、電⼦カ
ルテ導⼊済医科診療所の詳細（オンプレ・クラウドの別、システム更改時期等）等を把握した上で、医療現場やシ
ステムベンダー等の関係者の意⾒も聴いて、電⼦カルテ／共有サービスの具体的な普及計画を2026年夏までにとり
まとめる。

※ 医科医療機関を想定。⻭科医療機関については、現場に求められる電⼦カルテ・電⼦処⽅箋の機能に関し、本年度から検討を⾏い2026年度中に具体的な対応⽅針を決定する。 39

第７回「医療DX令和ビジョン2030」
厚⽣労働省推進チーム

（令和７年７⽉１⽇）資料２

ポイント
＜今後の対応＞
・医療情報化⽀援基⾦を活⽤し、次回システム更改時のシステム改修を促す。
・特に、地域医療⽀援病院・特定機能病院等については、医療法改正法案におい
て、共有サービスの体制整備に関する努⼒義務規定が設けられていることに鑑み、
率先してシステム改修に取り組むことを促す。
・国は、2025年度中⽬途に、標準仕様（基本要件）を策定することとしている。

・国においては、電⼦カルテ／共有サービスの具体的な普及計画を2026年夏ま
でにとりまとめる。



病院の情報システムに関する現状・課題、⽬指すべき姿

 少⼦⾼齢化の進展等により、医療費増加と担い⼿不⾜が課題となる中で、
より質が⾼く効率的な医療提供体制を構築していく必要がある。そのため
には、医療DXを進め、医療情報の共有と利活⽤を推進することが必要。
⼀⽅、コロナ禍以降、病院経営は厳しい状況にあり、特に昨今、病院の
情報システム（電⼦カルテ、レセコン、部⾨システム等）関連経費が増加
し、病院経営を圧迫している。

 これまで、病院では主にオンプレ型システムを採⽤。インフラ（サーバー
等）やデータベース、アプリケーションを病院ごとに独⾃にカスタマイズ
した上に、⼤規模なシステム更改が必要になるため、昨今の物価・⼈件費
上昇の中でシステム関連費⽤の⾼騰につながっている。
※病院・ベンダーにおけるシステム⼈材確保も困難になってきている。

 また、電⼦処⽅箋等の医療DXの各取組を進めていく上でも、オンプレ型で
は、医療機関毎にシステム改修が発⽣するとともに、⽣成AI等の最新技術
やサービスを活⽤する上でも、オンプレ型では⼀定の制約がある。

 さらに、オンプレ型システムでは、院内のサーバーのセキュリティ対応や
多数の部⾨システムの外部接続点の確認等に関する病院側負担が⼤きく、
セキュリティ⾯の脆弱性が解消できていない。

 情報セキュリティ対策を向上させながら、病院の情報システム費⽤の低減・上昇抑制を図り、経営資源を医療提供に
振り向けられる体制を整備する。

 情報通信技術の進歩を踏まえ、将来的に、各病院が⽣成AI等の最新技術やサービスを活⽤しやすくすることで、医療
従事者の負担を軽減しながら、より安全で質の⾼い医療を実現できるようにする。

⽬指す姿

現状・課題

院内環境
医療機関・薬局 電⼦カルテサーバ等

院内ネットワーク

【オンプレ型システムのイメージ】

インフラ（サーバ等）、ミドルウェア（データベー
ス等）、アプリケーションを病院ごとに構築

システム構成

Ａ病院
アプリケーション

(パッケージが主流)

ミドルウェア
（データベース等）

インフラ
(サーバ,空調設備等)

B病院
アプリケーション

ミドルウェア

インフラ

C病院
アプリケーション

ミドルウェア

インフラ

電⼦カルテ端末等

40

第６回「医療DX令和ビジョン2030」
厚⽣労働省推進チーム（令和７年１⽉22⽇）

＜現状・課題＞
・病院の情報システム関連経費が増加し、経営を圧迫
・病院では主にオンプレ型システムを採⽤
・病院ごとに独⾃にカスタマイズし、⼤規模なシステム更改が必要
で、費⽤の⾼騰につながっている
・オンプレ型では、医療機関毎にシステム改修が発⽣し、最新技術
を活⽤するにも、⼀定の制約がある
・オンプレ型では、セキュリティ⾯の脆弱性が解消できていない



病院の情報システムの刷新に関する⽅針
①現在のオンプレ型のシステムを刷新し、電⼦カルテ/レセコン/部⾨システムを⼀体的に、モダン技術を活⽤したクラ
ウド型システムに移⾏する。
⽬標︓2030年までのできる限り早い時期に、希望する病院が導⼊できる環境を整備
※具体的には、複数病院で共同利⽤する⽅式や、クラウドのメリットを活かすためのマネージドサービスの活⽤を図る。また、医療従
事者の負担軽減やより安全で質の⾼い医療につなげるべく、最新技術やサービスを活⽤しやすくするためのAPIの組み込み等を⾏う。
※画像等の⼀部の部⾨システム等で病院の判断でオンプレ型が残存する場合でも、標準化やセキュリティ対策の強化を図る。

②国がシステムの標準仕様を⽰し、その標準仕様に準拠した病院の情報システムを⺠間事業者が開発し、⼩規模病院や
グループ病院等から段階的な普及を図る。この標準仕様を2025年度を⽬途に作成する。
※現在、⼩規模医療機関を中⼼に、共同利⽤型のクラウド型電⼦カルテが普及し始めているため、こうした製品の活⽤も図る。

③標準仕様に準拠した病院の情報システムは、インフラからアプリケーションまでを共同利⽤することとし、医療機関
ごとに⽣じていた個別のカスタマイズを極⼒抑制する。これらにより、病院情報システム費⽤の低減・上昇抑制や、
病院ごとに⽣じていたシステム対応負荷の軽減を図る。
※複数病院で共同利⽤する際に、サイバー攻撃やシステム障害等による全⾯障害となる事態も想定し、システムの標準仕様を検討する。

④標準仕様に準拠したシステムへの円滑な移⾏のため、データ引継ぎの互換性の確保等を図る。
また、医療DXサービス（電⼦カルテ情報共有サービス等）とのクラウド間連携を進める。

⑤上記と並⾏して、医薬品・検査等の標準コード・マスタ、並びにこれらの維持管理体制の整備を進めるとともに、現
場における標準コード・マスタの利⽤の徹底を図る。

【標準仕様に盛り込む主な要素例】
 電⼦カルテ、レセコン、部⾨システムにつ

いて、マネージドサービス等のモダン技術
の活⽤

 医薬品、検査、処置等に関する標準マス
ターの組み込み

 標準交換規約（API仕様を含む）を⽤いた
データ連携機能の組み込み

 データ引き継ぎの互換性を確保等

インフラ〜アプリケーションをクラウド化し複数病
院（マルチテナント）で共同利⽤。

アプリまでをクラウド化し複数病院で利⽤

B病院Ａ病院 C病院
アプリケーション

ミドルウェア

インフラ
400床

病院機能の複雑さ

療養・精神

単科

重症系

100床 200床
病床数

標準型の病院システムの
段階的普及のイメージ
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第６回「医療DX令和ビジョン2030」
厚⽣労働省推進チーム（令和７年１⽉22⽇）

①モダン技術を活⽤したクラウド型システムに移⾏する。
⽬標︓2030年までのできる限り早い時期に、希望する病院が導⼊できる環境を整備

②国がシステムの標準仕様を⽰し、⼩規模病院やグループ病院等から段階的な普及
を図る。

③標準仕様に準拠した病院の情報システムは、インフラからアプリケーションまで
を共同利⽤することとし、医療機関ごとに⽣じていた個別のカスタマイズを極⼒
抑制する。

④標準仕様に準拠したシステムへの円滑な移⾏のため、データ引継ぎの互換性の確
保等を図る。

⑤上記と並⾏して、医薬品・検査等の標準コード・マスタ、並びにこれらの維持管
理体制の整備を進めるとともに、現場における標準コード・マスタの利⽤の徹底
を図る。



電⼦カルテ・電⼦カルテ情報共有サービスの普及について（３）

2028年度
（R10 ）〜

2027年度(R9)2026年度(R8)2025年度(R7)

1-310-127-94-61-310-127-94-6

オンプレミス
型

（〜約4.7万）電⼦カル
テ導⼊済
（57,662）

診
療
所

クラウド型
（約1万〜）

電⼦カルテ未導⼊
（47,232）

電⼦カルテ導⼊済
（4,638）

病
院 電⼦カルテ未導⼊

クラウド・ネイティブ型

厚労省・デジタル庁の取組新たなシステムの導⼊・開発・普及

標準仕様（医科診療所）策定
▽標準仕様1.0版

開発準備・開発 普及
開発準備・開発 普及

▽⾻⼦

標準型電⼦カルテの開発・改良 普及

モデル事業
改善事項の取り込み ▽完成

標準仕様（基本要件）策定
開発準備・開発（R８年度以降）

標準仕様詳細化

次期システム更改時に、システム改修（電⼦カルテ共有／電⼦処⽅箋対応）

医療情報化⽀援基⾦による補助

順次、電⼦カルテ共有／電⼦処⽅箋対応へのアップデート 標準仕様に準拠したクラウド型
システムに移⾏

現⾏のオンプレ型システムのまま 次回システム更改時に、標準
仕様に準拠したクラウド型シ
ステムに移⾏

クラウド・
ネイティブ
型システム

現⾏システムの改修等
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クラウド・
ネイティブ
型システム



医療機関等における
サイバーセキュリティ対策



医療機関に対するランサムウェア攻撃の状況

診療機能への影響、発⽣後の経過機能別区分病床医療機関名都道府県発⽣
三次救急受⼊と⼀般外来を停⽌。産科と⼩児科以外の
治療⾏為を含む診療業務が２か⽉に及んで滞った 。
システム全⾯復旧までには２か⽉程度を要した。

災害拠点病院
へき地医療拠点病院120床つるぎ町⽴半⽥病院徳島県2021.10

三次救急と⼩児救急の受け⼊れを10⽇間停⽌。
発⽣から⼀か⽉後も⼀般外来を再開できなかった。
システム全⾯復旧までには２か⽉程度を要した。

⾼度急性期病院865床⼤阪急性期･総合医療センター⼤阪府2022.10

救急と新規外来患者の受け⼊れ10⽇間停⽌。
（地区医師会等との連携で地域医療提供体制は維持）
システムの全⾯復旧までには１か⽉程度を要した。

地域医療⽀援病院129床⿅児島県医療⽣活協同組合
国分⽣協病院⿅児島県2024.3

発⽣当⽇から⼀般及び救急外来、⼊院診療を継続。
システム全⾯復旧までには１か⽉程度を要した。

精神科救急医療施設
応急⼊院指定病院

ほか
252床地⽅独⽴⾏政法⼈

岡⼭県精神科医療センター岡⼭県2024.5

○2022年10⽉31⽇に発⽣した⼤阪急性期･総合医療センターの事例においては、発⽣当⽇から5⽇間、三次救急と⼩児
救急のほか予定⼿術も停⽌した。10⽇後から三次救急と⼩児救急の受け⼊れを⼀部再開している。⼀⽅、周辺医療機
関との連携等により、患者の⽣命等への影響はなかった。

○2024年５⽉に地⽅独⽴⾏政法⼈岡⼭県精神科医療センターでもランサムウェア攻撃の事例が発⽣しているが、電⼦カ
ルテを紙カルテ運⽤で代替し、発⽣当初より予約外来及び救急外来、⼊院診療を継続しており、地域医療提供体制は
問題が⽣じていない。

○⼤阪急性期・総合医療センターの事例以降、厚⽣労働省からも専⾨家から構成される初動対応⽀援チームを派遣。

○散発的なサイバー攻撃事案は発⽣しているものの、⻑期にわたって診療が停⽌する事態は発⽣していない。

＜病院における主なランサムウェア攻撃の事例＞
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医療機関の管理者が遵守するべき事項への位置づけ

45

医療法施⾏規則を改正し、医療機関の管理者が遵守するべき事項にサイバーセキュリティの確保を位置づけるとと
もに、医療法第25条第１項に規定に基づく⽴⼊検査要綱の項⽬にサイバーセキュリティ確保のための取組状況を追加。

○ 医療法施⾏規則第14条第２項を新設し、病院、診療所⼜は助産所の管理者が遵守すべき事項として、
サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを追加する。

○ 令和５年３⽉10⽇公布、４⽉１⽇施⾏済
○ 「必要な措置」としては、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（以下「安全

管理ガイドライン」という。）を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ対策全般に
ついて適切な対応を⾏うこととする。

○ 安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事項については、
厚⽣労働省においてチェックリストを作成し、各医療機関で確認できる仕組みとする。

○ また、医療法第25条第１項に規定に基づく⽴⼊検査要綱の項⽬に、サイバーセキュリティ確保のための
取組状況を位置づける。

改正概要・対応の⽅向性

◎医療法施⾏規則（昭和⼆⼗三年厚⽣省令第五⼗号）

第⼗四条 （略）
２ 病院、診療所⼜は助産所の管理者は、医療の提供に著しい⽀障を及ぼすおそれがないように、サイバーセ

キュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成⼆⼗六年法律第百四号）第⼆条に規定するサイバーセキュ
リティをいう。）を確保するために必要な措置を講じなければならない。

※ 下線部を新設。



医療法に基づく⽴⼊検査の概要

・病院、診療所等が法令により規定された⼈員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を⾏っているか否かについて検査し、不適正な場合は
指導等を通じ改善を図ることにより、病院、診療所等を良質で適正な医療を⾏う場にふさわしいものとする。

⽴⼊検査の⽬的

・医療法第２５条第１項による⽴⼊検査 ・・・ 各病院、診療所等に対し、都道府県等が実施
・医療法第２５条第３項による⽴⼊検査 ・・・ 特定機能病院等に対し、国が実施

⽴⼊検査の実施主体

○病院管理状況
➣カルテ、処⽅箋等の管理、保存 ➣届出、許可事項等法令の遵守 ➣患者⼊院状況、新⽣児管理等 ➣医薬品等の管理、職員の健康管理
➣安全管理の体制確保 等

○⼈員配置の状況
➣医師、看護婦等について標準数と現員との不⾜をチェック

○構造設備、清潔の状況
➣診察室、⼿術室、検査施設等 ➣給⽔施設、給⾷施設等 ➣院内感染対策、防災対策 ➣廃棄物処理、放射線管理 等

主な検査項⽬

厚
⽣
労
働
省 地⽅厚⽣（⽀）局

（８ブロック）

都道府県
保健所設置市 等 保健所

病院（原則毎年）
有床診療所（概ね３年に１度）
無床診療所・助産所（随時）

特定機能病院（原則毎年）
臨床研究中核病院（原則毎年）

・⽴⼊検査、改善指導の実施

・検査実施について助⾔
・⽴⼊検査結果の把握、集計
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医療情報システムの安全管理に関するガイドライン策定の背景及び改定の経緯

● 医療情報システムの安全管理に関するガイドラインは、e-⽂書法、個⼈情報保護等への対応を⾏うための情報
セキュリティ管理のガイドラインとして、平成17年3⽉に第１版を策定。

● 以降、各種制度の動向や情報システム技術の進展等に対応して改定。今般、令和５年５⽉に第6.0版を策定。

平成17年
３⽉

第4版
• 個⼈情報保護施策の議論および

モバイル端末普及への対応
第4.1版
• ⺠間事業者のデータセンターに

おける外部保存に関する対応
第4.2版
• 調剤済み処⽅せん及び調剤録等

の外部保存への対応
第4.3版
• 「電⼦処⽅せんの運⽤ガイドラ

イン」への対応

第5版
• 医療機関等の範囲の明確化
• 改正個⼈情報保護法対応
• サイバー攻撃の動向への対応
第5.1版
• クラウドサービスへの対応
• 認証・パスワードに関する対応
• サイバー攻撃等による対応
• 外部保存受託事業者の選定基準対応
第5.2版
• ２省（総務省、経産省）GL等との整合性
• 改正個⼈情報保護法への対応 等
• 医療機関へのサイバー攻撃の多様化・巧妙化
• 「規制改⾰実施計画」等への対応
• 電⼦署名
• 外部ネットワーク 等

第4.1版 第4.2版 第4.3版策
定
・
改
定
時
期

版

策
定
・
改
定
概
要

第6.0版
全体構成の⾒直し
• 概説編、経営管理編、

企画管理編、システム
運⽤編の４編に再構成

• Q&Aの充実
等

技術的な動向
• 外部委託、外部サービ

スの利⽤に関する整理
• 情報セキュリティに関

する考え⽅の整理
• 新技術、制度・規格の

変更への対応
等

第5.1版 第5.2版

第１版
• 医療情報システムのセキュリ

ティ管理を⽬的とて策定
第２版
• 重要インフラとしての医療情報

システムという観点からの対応
第３版
• 個⼈情報施策の議論およびモバ

イル端末普及への対応

第２版 第３版第１版 第４版 第５版

第１版、第２版、第３版 第４版
（第4.1版、第4.2版、第4.3版）

第５版
（第5.1版、第5.2版） 第6.0版

平成19年
３⽉

平成20年
３⽉

平成21年
３⽉

平成22年
２⽉

平成25年
10⽉

平成28年
３⽉

平成29年
５⽉

令和３年
１⽉

令和４年
３⽉

令和５年
５⽉

第6.0版
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令和7年度版 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

48

【追加項⽬】
・パスワードの桁数の規定、使い回しの禁⽌
・USBストレージ等の外部接続機器に対しての接続制限
・⼆要素認証の実装（令和９年度実装に向けた対応）
・運⽤管理規程等の整備
【その他修正】
・アクセス利⽤権限の設定について、管理者権限の対象者を明確化しているかを注記
・セキュリティパッチの項⽬等、端末PC・サーバ・ネットワーク機器等それぞれに求め

ていた項⽬を「医療情報システム全般」についての質問へ統合
※各項⽬の詳細についてはサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル等を適宜修正記載する。

・厚⽣労働省においては、令和５年４⽉から、医療法に基づく医療機関に対する⽴⼊検査に、サイ
バーセキュリティ対策の項⽬を位置付けており、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
から特に取り組むべき重要な項⽬を「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」
等により⽰している。（薬局については、同様に、薬機法施⾏規則を改正して対応）

・⼀部内容を改定し、令和７年度版医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト
及びサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアルを発出する予定。

主な修正点（案）

第24回健康・医療・介護情報利活⽤検討会
医療等情報利活⽤ＷＧ 資料2-1



令和7年度版 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

49
※薬局⽤・事業者確認⽤においても同様に改訂
※⽬標⽇・備考欄を省略して表⽰

第24回健康・医療・介護情報利活⽤検討会
医療等情報利活⽤ＷＧ 資料2-1



ランサムウェア被害が⾼い⽔準で推移

50

ランサムウェア被害の報告件数の推移 感染経路

出典︓令和６年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について（警察庁）
ランサムウェアの被害に係る統計
企業・団体等における被害の報告件数の推移（左図）
ランサムウェア被害にあった企業・団体等へのアンケート調査の回答（右図）



医療機関におけるサイバーセキュリティ対策に関する調査研究結果

主な結果・課題調査内容主な調査

・情報資産台帳等で把握されていない
情報機器及び外部接続部が存在。

・下記2パターンがあり
①外部接続部が数カ所に集約化
②検査機器毎の保守回線等、
外部接続点が多数

医療機関ごとの状況は様々である。
（外部接続部︓７〜47カ所/医療機関）

医療機関におけるネットワーク構成図等の
情報資産やバックアップ整備状況
に関する現地調査

※実施期間︓令和４年１⽉〜３⽉
※調査対象︓11医療機関
※各医療機関の病床規模
~199床︓3、200〜399床︓2、400床〜︓６

医療機関の
サイバーセキュリティ
確保に関する現地調査

・多くの院内ネットワークが異なった
ベンダーにより形成されており
全体図を俯瞰的に把握できていない。

・バックアップ接続時の設定が
適切になされていない。

・ネットワークセキュリティのための
必要最低限の設定がなされていない。

・インシデント発⽣時に対応できる
⼈材の不⾜。

サイバーセキュリティ対策の実施状況や
施設内の運⽤規程の有無、
インシデント発⽣時の対応⽅法等
に関するアンケート調査

※実施期間︓令和４年9⽉〜11⽉
※調査対象︓⽇本病院会会員2489会員

（回答数581会員、回答率23%）

医療機関の
サイバーセキュリティ
に関する意識調査
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*厚⽣労働科学研究費補助⾦
「医療分野の情報化の推進に伴う医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策のあり⽅に関する調査研究（令和3-4年度, 研究代表者︓近藤博史）」



医療機関におけるサイバーセキュリティ確保事業
• 医療機関の医療情報システムがランサムウェアに感染すると、診療の⼀部を⻑時間休⽌せざるを得なくなることから、医

療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題となっている。
• そのため、医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保を⾏う。

• 厚⽣労働省では、全ての外部ネットワーク接続点を確認することを求めているが、中・⼤規模病院は多数の部⾨システ
ムで構成されているため、各システムを提供する事業者と個別に連携しても、全てのネットワーク接続を俯瞰的に把握
することは困難である可能性がある。

• また、ランサムウェア対策にはオフライン・バックアップが有効であることを踏まえ、厚⽣労働省ではオフライン・
バックアップ整備を求めている。

• 医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、外部ネットワークとの接続の安全性の検証・検査や、オ
フライン・バックアップ体制の整備を⽀援する。
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外部ネットワーク接続の俯瞰的把握、安全性の検証・調査
（進め方）
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事業概要

病
院

委
託
業
者

現地調査班

調査結果の分析
各ネットワーク・端末状況精査

病院向け
レポート

必要に応じて追加ヒアリ
ング（オンライン）

ヒアリングシート（必要に
応じてベンダへ依頼）及び
ネットワーク構成図等を

委託事業者へ提出 現地調査

現地調査報告外部接続拠点とその周辺機器の調
査を実施します

病院からネットワーク図、機器・
回線一覧、端末情報等、調査に
必要な情報をご提供いただく

現地調査

脆弱性診断・調査報告ご提供いただいたIPアドレス等に
対して脆弱性診断を実施します

上記、機器・回線一覧で情報提
供いただく

脆弱性診断

①資料収集・ヒアリング ②現地調査・脆弱性診断 ③レポート提出



２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の⽬的

医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業

○医療機関のセキュリティ対策は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、各医療機関が⾃主的に取組を進めて
きているところである。昨今のサイバー攻撃の増加やサイバー攻撃により⻑期に診療が停⽌する事案が発⽣したことから実施した緊急的な
病院への調査では、⾃主的な取組だけでは不⼗分と考えられる結果であった。
○医療機関の医療情報システムがランサムウェアに感染すると、保有するデータ等が暗号化され、電⼦カルテシステム等が利⽤できなくなる
ことにより、診療を⻑時間休⽌せざるを得なくなることから、医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題となっている。
○医療機関のサイバーセキュリティ対策の徹底を図るべく、医療従事者や経営層等へのセキュリティ対策研修の実施、及び医療機関にお
いてサイバーセキュリティインシデントが発⽣した際の初動対応⽀援を実施することを⽬的とする。

委託先︓委託事業（⺠間事業者）

４ 事業実績
◆ 研修受講者数︓約9500⼈（約9000⼈）
※ 令和６年度実績

括弧は令和５年度

（１）研修 （２）初動対応支援

医療機関

医療機関

厚
生
労
働
省

委
託
業
者

①サイバーセキュリティ事案報告

④初動対応支援
・エンジニア派遣
・ヒアリング
・助言

⑤初動対応
結果報告

③依頼

対面研修

講師派遣

②初動対応支援
の要否確認

◆ 初動対応⽀援数︓４件（２件）
※令和６年度実績（随契期間含む）
括弧は令和５年度

委託事業者

受講

Web研修 e-learning

研修実施

経営層 初学者・
医療従事者

システム・
セキュリティ管理者

階層別研修
※事業の拡充としては、サイバーセキュリティインシデントに備えた、情報セキュリティ担当者向けの実践的演習の追加である。

対⾯研修 実践的演習

３ 実施主体等
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ご静聴ありがとうございました。


